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令和７年３月11日(火曜日)

　　　議事日程　第７号

　　令和７年３月11日(火曜日)午前10時開議

　第�１　一般質問(議案に対する質疑並びに県の

一般事務について)

　第�２　議案等に対する質疑(第36号から第91号

まで)

　第�３　知事提出議案の委員会付託(第36号から

第91号まで)

　第４　請願の委員会付託

　第５　休会の件

本日の会議に付した事件

　日�程第１　一般質問(議案に対する質疑並びに

県の一般事務について)

　日�程第２　議案等に対する質疑(第36号から第

91号まで)

　日�程第３　知事提出議案の委員会付託(第36号

から第91号まで)

　日程第４　請願の委員会付託

　知事提出議案の上程(第92号から第118号まで)

　日程第５　休会の件

出席議員氏名(48人)

星　野　愛　斗　君

髙　井　千　歳　さん

住　永　栄一郎　君

　亀　田　英　雄　君

幸　村　香代子　君

杉　嶌　ミ　カ　さん

立　山　大二朗　君

斎　藤　陽　子　さん

堤　　　泰　之　君

本　田　雄　三　君

岩　田　智　子　君

南　部　隼　平　君

前　田　敬　介　君

坂　梨　剛　昭　君

荒　川　知　章　君

城　戸　　　淳　君

西　村　尚　武　君

池　永　幸　生　君

竹　﨑　和　虎　君

吉　田　孝　平　君

中　村　亮　彦　君

髙　島　和　男　君

増　永　慎一郎　君

前　田　憲　秀　君

松　村　秀　逸　君

岩　本　浩　治　君

西　山　宗　孝　君

河　津　修　司　君

楠　本　千　秋　君

橋　口　海　平　君

緒　方　勇　二　君

髙　木　健　次　君

髙　野　洋　介　君

内　野　幸　喜　君

山　口　　　裕　君

岩　中　伸　司　君

城　下　広　作　君

西　　　聖　一　君

鎌　田　　　聡　君
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渕　上　陽　一　君

坂　田　孝　志　君

溝　口　幸　治　君

池　田　和　貴　君

吉　永　和　世　君

松　田　三　郎　君

藤　川　隆　夫　君

岩　下　栄　一　君

前　川　　　收　君

欠席議員氏名(なし)

　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職氏名

知 事　木　村　　　敬　君　

副 知 事　竹　内　信　義　君　

副 知 事　亀　崎　直　隆　君　

知事公室長　内　田　清　之　君　

総 務 部 長　小金丸　　　健　君　

企画振興部長　富　永　隼　行　君　

理　　　　事　阪　本　清　貴　君　

理　　　　事　府　高　　　隆　君　

健康福祉部長　下　山　　　薫　さん

環境生活部長　小　原　雅　之　君　

商工労働部長　上　田　哲　也　君　

観光文化部長　倉　光　麻里子　さん

農林水産部長　千　田　真　寿　君　

食のみやこ
推 進 局 長　辻　井　翔　太　君　

土 木 部 長　宮　島　哲　哉　君　

会計管理者　川　元　敦　司　君　

企 業 局 長　深　川　元　樹　君　

病 院 事 業
管 理 者　平　井　宏　英　君　

教 育 長　白　石　伸　一　君　

警察本部長　宮　内　彰　久　君　

人事委員会
事 務 局 長　城　内　智　昭　君　

監 査 委 員　藤　井　一　恵　君　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　事務局次長
兼総務課長　本　田　敦　美

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　議事課長補佐　岡　部　康　夫

　　午前10時

　東日本大震災による犠牲者に対する黙祷

○副議長(髙木健次君)　開会に先立ち、東日本大

震災で犠牲となられました方々に対しまして、哀

悼の意を表するため、黙禱を行います。

　御起立願います。

　　�〔起立〕

○副議長(髙木健次君)　黙禱。

　　�〔黙禱〕

○副議長(髙木健次君)　黙禱を終わります。

　御着席願います。

　　�〔着席〕

　　午前10時開議

○副議長(髙木健次君)　これより本日の会議を開

きます。

　日程第１　一般質問

○副議長(髙木健次君)　日程に従いまして、日程

第１、昨日に引き続き一般質問を行います。

　池永幸生君。

　　�〔池永幸生君登壇〕(拍手)

○池永幸生君　自民党・合志市出身の池永でござ

います。よろしくお願いいたします。

　14年と、あっという間に過ぎました。10年前に

南三陸町に行くことができました。やはりあの惨

状を見るならば、本当に心痛むんじゃなかろうか

な。隣の能登市だったですかね……(発言する者

あり)登米市からちょうど峠を越えたところが南
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三陸町で、そこのお世話で入ることができたんで

すけれども、本当にやっぱりひどいな、ひどい惨

状だなと強く心を打たれました。

　能登半島地震から１年が経過しました。現地で

は、昨年９月に豪雨災害も発生し、二重の被災を

余儀なくされました。能登半島では、復旧が遅々

として進んでいないとの報道もあります。熊本地

震や令和２年７月豪雨など大規模災害を経験した

県民の一人として、私自身も能登の現状に心を痛

めているところです。能登半島をはじめ石川県の

一日も早い復興を心から祈念し、私の立場ででき

ることについても、引き続き取り組んでいきたい

と考えています。

　さて、本県では、昨年末にＪＡＳＭ第１工場が

稼働を開始し、国内外で注目を集めています。こ

の状況は、熊本にとって千載一遇のビッグチャン

スです。今こそ、インフラ整備など、ハード面の

強化にも力を注ぐときではないかと思います。

　全国の地方都市では人口減少が進んでいます。

そのような中、この熊本においては、若者の県外

流出を防ぎ、さらに県外からも若者が集うよう

な、むしろ人口が増加する、そんな活気に満ちた

都市となるよう取組を進めていくことが必要だと

考えます。

　この機会を逃さず、知事が的確なリーダーシッ

プを発揮され、近い将来には、全国から羨望のま

なざしでたたえられるような熊本県へと成長して

いくものと私は確信をしております。

　一言で魅力ある地域づくり、まちづくりと言い

ましても、その取組は様々です。人々は、にぎわ

いがあること、人的交流が盛んなこと、産業があ

り、雇用があり、暮らしやすさがあることなどに

魅力を感じ、そこに集います。私の地元合志市で

は、そのような地域づくり、まちづくりに向けて

力強く取り組んでおり、私もこれまでにも増して

応援していきたいと考えています。

　ここ熊本にあふれる個性ある地域が、それぞれ

持てる可能性を最大限に生かしながらその魅力を

発信していくこと、そのことにより県全体がさら

なる発展を遂げることを心から願いつつ、今回の

一般質問に入らせてもらいます。

　まず最初に「食のみやこ熊本県」を支える担い

手の確保、育成について伺います。

　ＴＳＭＣが菊池地域に進出し、昨年末から、Ｊ

ＡＳＭ第１工場が本格稼働を開始しました。ＴＳ

ＭＣの進出を「170年ぶりの黒船」と表現する報

道もあり、全国的に大きな話題となっています。

菊池市、合志市、大津町、菊陽町の２市２町から

成る菊池地域の土地の一部は、工業用地や住宅用

地として買い上げられており、このため、土地価

格は急騰し、全国ニュースでも土地バブルとして

取り上げられるほどの加熱ぶりとなっておりま

す。

　これに伴い、菊池地域における農地の減少も顕

著です。昨年６月議会では、ＴＳＭＣの進出が決

まった2021年10月以降、菊池地域の農地約164ヘ

クタールが別の用途に転用されたことも明らかに

なりました。

　半導体関連産業の集積は今後も進むことが見込

まれる中で、菊池地域の農地を守り続けることが

できるのかと、地域農業の将来を懸念する声があ

ります。そもそも農地減少の要因は、半導体関連

産業の集積だけではありません。農業従事者の高

齢化や後継者不足に伴う耕作放棄地の増加は、以

前から深刻な問題となっていました。特に後継者

不足は、円滑な事業承継のボトルネックそのもの

です。現在の規模のまま本県農業を維持させてい

くために必要な担い手を、新たに確保し続けるた

めの努力をこれからも続ける必要があります。

　そのほかにも、農業を取り巻く環境は厳しい状
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況が続いています。気候変動に対応した農作物生

産への転換やスマート農業の推進など、地元の難

局を打開する様々な取組が生産者を含め関係者間

で続けられています。

　昨年12月に県が策定したくまもと新時代共創基

本方針では、世界に開かれた活力ある熊本を実現

するため「農林畜水産業の振興については、豊か

な食文化を活かし」「「食のみやこ熊本県」を創

造」すると打ち出されました。

　また「食のみやこ熊本県」の創造に向けた具体

的な取組については、くまもと新時代共創総合戦

略に記載があり「半導体関連企業の進出等に伴う

農地減少に対しては、市町村と協力し、農地の確

保や生産支援などの対策を進め、意欲ある農業者

の営農継続を支援」すると表明されています。

　地域農業において健全な営農継続を図るために

は、担い手の確保、育成が欠かせません。地元合

志市には、農業大学校があり、農業研究センター

があり、そして農業公園があります。農業県熊本

を長年支えてきた教育機関や研究施設など、合志

に集中していることは、菊池地域が農業生産の重

要な基盤であることのあかしでもあります。これ

からも本県農業を振興していくため、着実に担い

手の確保、育成を図っていくことは、食のみやこ

熊本県を創造する上でも必要不可欠な取組である

ことは当然であります。

　本県は、豊かな水と肥沃な土地に恵まれ、長ら

く農業県としての歴史を築いてまいりました。担

い手不足や企業進出などにより、今後さらに、厳

しい情勢になると予想されます。

　そこで、本県農業の未来を担い、食のみやこ熊

本県を支える上で重要な担い手の確保、育成につ

いて、具体的に今後どのように取り組んでいかれ

るのか、農林水産部長に伺います。

　　�〔農林水産部長千田真寿君登壇〕

○農林水産部長(千田真寿君)　県では、就農者の

確保に向け、啓発から相談、研修、就農、定着の

各段階に応じて切れ目のない支援に取り組んでき

ており、毎年400名程度の新規就農者を確保して

きました。しかし、近年、他産業との競合もあ

り、特に新規学卒者の獲得は厳しい状況で、担い

手の確保、育成は喫緊の課題です。

　知事からの担い手対策強化の指示を受け、若手

農家へのアンケート調査やＪＡ青壮年部との意見

交換などを実施しました。その中で、親元就農者

は、地域への愛着が強く、親の経営基盤の継承が

その後の経営安定につながっていること、農業を

職業として選んだ理由の約５割が、農業が好きで

あることや頼れる地域の仲間や先輩の存在が支え

になっていることなどの現状が分かりました。ま

た、就農後の学ぶ機会の必要性や子供への継承を

見極める時期などの課題も明らかになりました。

　これらを踏まえ、関係機関が一体となり、親元

就農に対する支援の強化を中心に就農支援策の検

討を進め、その柱となる新しい熊本農業のリーダ�

ーズ共創事業などの関連予算を、今定例会に提案

しています。

　具体的には、中学生向けバスツアーの強化によ

る若年層へのさらなる魅力発信や、新たなおせっ

かい先輩農家制度による相談体制の強化、学びの

場として親元就農者向け中期研修の新設や、４Ｈ

クラブの活動支援による若手農業者のネットワー

クの強化など、これまでの就農支援策をより強化

して取り組んでまいります。

　さらに、円滑な経営継承に向け、新規就農支援

センター、農業経営継承支援センター、農業経営

相談所の３つの機関を統合し、令和７年４月か

ら、新たに熊本県農業経営・就農支援センターと

して発足します。窓口の一本化により利便性向上

を図り、複雑化、多様化する案件に迅速に対応す
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るとともに、新たに親族間の継承コーディネータ�

ーを設置し、継承に向けた計画作成の支援など、

取組を強化してまいります。

　加えて、国の経済対策で、親族間での継承にお

いても、施設や機械の修繕や撤去が対象となる支

援策が創設されました。県も歩調を合わせて補助

を行うこととしており、親と別作物への取組要件

が緩和された国の新規就農者向けの給付金も含

め、最大限活用してまいります。

　このように、親元就農の推進を中心に支援策の

充実を図り、農業の未来を支える担い手の確保、

育成を強力に進めてまいります。

　　�〔池永幸生君登壇〕

○池永幸生君　従来から論議されたことでありま

すが、農業そのものの魅力を行政や関係団体など

が積極的に発することで、意欲ある若者がチャレ

ンジし、担い手として育ってほしいとの思いを新

たにしたところでございます。

　稼げる農業と言いますが、実際に、自ら技術を

磨き、工夫を重ね、投資もして、高い売上げを誇

る若手農家の方はたくさんいらっしゃいます。こ

れからも、生産者の皆さんの熱意と誠意で農業を

盛り上げていっていただきたいと思います。

��また、国への支援金、補助金の申請が複雑だ、

申請から交付までの時間が長過ぎるなどの声も聞

いております。これらなども、例えば、県が仮払

いを行い、後から国の補助金を受け取る仕組みを

導入することで、資金繰りに困ることなく、必要

な支援を受けられるようになるでしょう。こうし

た制度の整備により、より多くの人が安心して支

援を活用できることを期待しています。

　そして、我々消費者も、ふるさと熊本の豊かな

食を支える生産者の方々への感謝と敬意をもっ

て、地産地消を基本とした消費行動を心がけたい

ものです。地元の米、地元の野菜などを我々がお

いしくいただくことが、生産者の方々を何よりも

勇気づけ、応援していくことにつながります。米

の価格が高騰している中で、これまでの価格がそ

もそも適正だったのかという議論もあっていま

す。一概には言えませんが、農作物を買いたたく

のではなく、買い支えるという視点、農林畜水産

業を守っていくという視点も、我々消費者には求

められている時代ではないかと思います。

��食のみやこ熊本県の創造のためには、何より

も、まずは地産地消が不可欠であることを再認識

したいと思います。

��私は、幼い頃から植木町の農家に育ちました。

スイカ畑で農作業のお手伝いもしてまいりまし

た。当時から植木スイカはブランド品で、よくつ

くり、よく売れて、本当に農業が元気な時代だっ

たと思い出されます。昔、農業に少なからず関わ�

ってきた者としては、これからの熊本の農業を、

意欲ある若者がどんどん引っ張っていってくれる

ことを心から願うものです。

　地元合志市は、古くから農業地域です。稲作を

はじめ畜産も盛んです。これからの産業を振興す

ることは大事ですが、そのために、これまでの基

幹産業が、農地不足の問題など、厳しい状況にさ

らされることを見過ごすわけにはまいりません。

　知事が提唱される食のみやこ熊本県の一翼を担

える人材を積極的に掘り起こしながら、農業県熊

本の名をこれからも守り続けていただきたいと思

います。

　次に、中小企業省力化投資補助金の活用につい

て。

　これにつきましては、昨年９月の定例県議会に

おいて、我が党の城戸議員から詳細な質問がなさ

れたところです。

　この補助金は、中小企業や小規模事業者の人手

不足や賃上げ支援策の一環として、国の令和６年
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度補正予算で新たに事業化され、令和８年度まで

の３年間の予定で、国が直接実施している補助金

です。その最大の特徴は、カタログ注文型という

点で、申請手続が簡素化され、迅速に補助金を受

けられる点で大きなメリットがあります。

　この補助金は、様々な産業分野において、省力

化やデジタル化を促進する国の方針に基づき制度

設計されたもので、当初、カタログ製品の種類は

限られていましたが、現在では、カテゴリーごと

の登録製品や対象業種が拡大されています。ま

た、公募の要領も、事業者が申請しやすいよう、

随時見直しが行われているとのことです。

　もちろん、効果的な人材不足対策としては、外

国人労働者の活用、若者やシニア世代の活躍促

進、働き方改革の推進といった取組も必要です

が、これらは即効性のある現実的な取組というよ

りも、やや理念型の掛け声にとどまる面もあるよ

うに感じます。

　一方で、中小企業省力化投資補助金は、人手不

足という課題を抱える事業者にとっては、現実的

な迅速対応が可能となる、即効的な支援策である

と考えられます。このため、当該補助金を活用し

た事業者の成功事例も少しずつ出てきており、企

業や事業者のこの補助金への関心は、今後ますま

す高まっていくものと考えられます。

　ある自治体では、事業所の労働力不足解消や運

用コストの軽減を目的に、この補助金を活用する

事業者に対する独自の助成金を創設するなど、こ

の補助金が地方自治体のさらなる取組の呼び水に

なっている面もあります。

　また、製造業におけるロボットやロボットアー

ムの活用、小売業におけるセルフレジの導入、サ�

ービス業における顧客管理のシステム化などは広

く社会に浸透しつつあり、これからも、各事業所

の省力化にはまだまだ伸び代があると感じていま

す。

　さらに、省力化投資による事業者の経営改善に

向けた取組は、事業の成長、拡大を後押しし、金

融市場における信用力を向上させる面もあるた

め、資金調達の円滑化にも資することになりま

す。

　このように中小企業省力化投資補助金は、人手

不足に悩まされる地域経済にとって、経済活性化

に向けた大きな起爆剤となり得るものです。この

補助金を活用して、県内の企業や事業者が省力化

投資を着実に進めることが大いに期待されます

が、現時点では、補助金の活用が十分に進んでい

ないという声も聞いています。

　そこで、補助金の積極的な活用を促すために

は、県内の企業や事業者に対し、補助金そのもの

の周知を含め、補助金申請に必要な手続やその手

順についても十分に、かつ丁寧に周知していくこ

と、また、この補助金の活用を検討している事業

者を後押しするような県独自の支援が大変重要に

なると考えますが、県として具体的な取組につい

て、商工労働部長にお尋ねいたします。

　　�〔商工労働部長上田哲也君登壇〕

○商工労働部長(上田哲也君)　中小企業省力化投

資補助金は、国が中小企業、小規模事業者の売上

拡大や生産性向上を後押しするため、ＩoＴやロ

ボット等の設備を導入する費用を支援するもので

す。

　議員御紹介のとおり、本補助金は、昨年６月の

募集開始以降、随時運用の改善が行われており、

例えば、補助上限額に達するまでの複数回の応

募やリースによる導入もできるようになりまし

た。さらには、設備をリストから選ぶカタログ注

文型に加え、個別の現場や事業内容に合わせ、オ�

ーダーメイドで設備導入が可能となるなど、徐々

に事業者が活用しやすい環境が整備されていま
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す。

　本県としても、事業者における省力化の取組

は、あらゆる業種の喫緊の課題である人手不足の

解消や生産性の向上に極めて有効であると考えて

います。

　そこで、本補助金をより多くの事業者に知って

いただき、積極的な活用を促すため、今年度から

新たに県ホームページへの掲載や事業者向けセミ

ナーで紹介を行うなど、様々な機会を捉えて、周

知を図っているところでございます。

　また、本補助金の申請等の手続に関しても、商

工会、商工会議所の経営指導員による事業者訪問

や中小企業診断士等の専門家の派遣を通じて、事

業者に寄り添いながら、しっかりとサポートして

まいります。

　さらに、関連する補正予算を今定例会におい

て、さきに議決いただきましたが、本補助金を活

用する事業者の負担軽減のため、県独自の支援策

として、１件当たり200万円を上限に自己負担額

を10分の１まで引き下げます。

　本県としても、引き続き、事業主体である国や

商工団体等と連携しながら、本補助金の活用につ

いて事業者に分かりやすく丁寧に周知をし、事業

者の省力化、生産性向上の取組をしっかりと後押

ししてまいります。

　　�〔池永幸生君登壇〕

○池永幸生君　省力化投資補助金の活用推進に向

けた新しい取組も御紹介いただきました。

　県内に事業者はたくさんありますが、意欲ある

ところこそ知恵や工夫が生まれるものです。人手

不足について、どこも同じ課題を抱えています

が、この局面を打開するために、県内各事業所に

おかれましては、補助金を積極的に活用して、Ｄ

Ｘなどの省力化に努めていただきたいと思いま

す。

　残業規制などの働き方改革の波にのまれて、地

域経済が沈んでしまうことは決してあってはなら

ないことです。まだ補助金を活用していない事業

所の経営者の方は、ぜひこの機会に地域の商工会

や市町村の窓口に出向いて、活用事例を聞いた

り、具体的に補助金申請手続の相談をしていただ

きたいと思います。

　即効性がある省力化投資が促進され、中小企

業、事業者の付加価値額や生産性向上が図られれ

ば、その先には、持続的な賃上げなどが広がり、

地域経済の好循環も現実的なものとして見えてく

るのではないでしょうか。省力化投資を中小零細

の事業所にも広く普及させることで、地域経済を

盛り上げていく足がかりにしたいものです。

　一方、中小・小規模事業者は、コロナ禍の影響

が長期化し、さらに物価高騰などによって利益が

縮小するなど、大変厳しい経営環境の中にあるの

も事実です。

　御承知のとおり、人手不足も深刻です。人手不

足の解消のためには、多様な働き方改革を受けら

れるシステムを構築することも事業者には求めら

れます。フルタイム勤務が難しい主婦層や副業・

兼業人材を雇用するために、どんな設備や制度を

導入すればよいかなど、一事業者だけではアイデ

アが生まれないこともあるでしょう。事業者が省

力化投資補助金を活用するまでは、アイデアの提

供や活用事例の紹介など、相談窓口でのＰＲが欠

かせません。

　将来的に大きな果実を得るために、今こそ省力

化投資により、地域経済の足腰を強くしておく必

要があると私は考えています。

　地域の経済を支えているのは、いつの時代も中

小零細の事業所であり、ぜひ県には、省力化投資

補助金の積極活用について、引き続き周知してい

ただき、県内経済の持続的発展に資する支援を展
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開していただきたいと思います。

　他県では、補助率を高く設定したところもある

ように聞いています。県としても、他県を参考に

していただき、考慮されることをお願いいたしま

す。

　続いて、物流拠点の整備について伺います。

　本県においては、中九州横断道路の建設が進ん

でいますが、これに伴う物流拠点の整備の必要性

についてお尋ねします。

　中九州横断道路の開通により、今後、熊本が九

州経済において様々な重要な役割を果たし、大

分、宮崎との物流や人の流れも活発になることは

確実だと思われます。

　特に、ＪＡＳＭの操業開始やＪＡＳＭ第２工

場、ソニーの第２工場の建設により、関連企業の

さらなる進出も見込まれ、経済活性化が進む中、

九州自動車道に接続する新たなインターチェンジ

の活用や合志市内の２つの新規インターチェンジ

建設を見越した物流拠点の整備は、九州の東西と

南北を結ぶ交通の要衝として非常に重要な戦略と

考えられます。

　さらに、トラックドライバーの労働時間規制の

開始などに伴う、いわゆる2024年問題に対応して

いくためにも、物流業界においては、デジタル化

の推進や配送形態の見直しなどに加え、配送業務

の効率化を実現するために、物流拠点を整備する

ことが不可欠だと思います。

　千葉県流山市では、東日本の大動脈である常磐

自動車道の流山インターチェンジに隣接する共同

ターミナルに加え、飲食施設なども兼ね備えた大

規模な物流拠点が整備され、6,000人以上の雇用

が生まれています。

　昨年４月には、大津西から大津までの区間が事

業化されるなど、中九州横断道路の整備が着々と

進む中、特に、合志市内の２つの新規インターチ�

ェンジを軸とした地域における物流拠点の整備に

は、大きな意義があると考えられます。

　また、こうした物流拠点の構築は、県内の若年

層の流出を防ぐ新たな雇用創出など、地域経済の

発展にも大きく寄与する可能性があります。

　したがって、県としても、国交省や関連省庁と

協議を行い、この地域における物流拠点整備に積

極的に取り組むべきとの私の提案は、熊本の発展

にとって極めて重要であり、十分検討に値するも

のではないかと思います。

　そこで、地域経済を支える重要な社会インフラ

である物流の機能を維持発展させていくために

も、合志市内の２つの新規インターチェンジを軸

とした地域における物流拠点の整備の必要性につ

いてどのような認識をお持ちか、企画振興部長に

お尋ねいたします。

　　�〔企画振興部長富永隼行君登壇〕

○企画振興部長(富永隼行君)　物流は、経済を回

す血液とも言われ、それが円滑に機能することに

より、我が国経済が持続的に成長し、安定的な国

民生活が維持されます。

　多くの物が行き交う物流の拠点整備は、幹線輸

送と地域配送の円滑な接続など運送業務の効率化

に加え、新たな雇用創出、ドライバーの労働環境

改善にも貢献します。

　本県に物流拠点を整備することは、世界に誇る

農林畜水産業、そして近年の半導体関連産業の集

積という強みを生かし、国内向け、さらには世界

に向けた国際ビジネスの展開にも大きく資するも

のです。

　また、九州の中央に位置する本県の地理的優位

性が最大限に生かされ、新生シリコンアイランド

九州の実現、さらには、熊本がアジアの半導体サ

プライチェーンの中心的役割を担っていく上での

足がかりとなり得るものと考えております。
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　現在、日本通運株式会社が益城町に半導体産業

向けの倉庫を増設するなど、民間による物流拠点

整備の動きも見られるように、本県には、九州に

おける物流のハブとなり得る大きなポテンシャル

があります。九州全体の経済を支える経済の道で

もある中九州横断道路に新設される合志市内の２

つのインターチェンジを軸とした地域は、九州を

支え、ひいては世界へとつながる物流のハブとな

る可能性があると考えております。

　そのため、県としては、今後、民間の動きや国

の物流拠点の今後の在り方に関する検討会におい

て進められている議論を注視しながら、地域経済

の発展に資する物流拠点の在り方を検討してまい

ります。

　　�〔池永幸生君登壇〕

○池永幸生君　次に、運転免許をめぐる県民の利

便性向上について伺います。

　県民の利便性向上や行政の効率化等を目的とし

て運用が開始されたマイナンバーカードについて

は、各市町村の努力等もあり、熊本でも多くの県

民が保有し、普及が進んでいる状況にあると認識

しております。

　このマイナンバーカードにつきましては、これ

までも健康保険証との一体化が進められていると

ころでありますが、本年３月24日から運転免許証

との一体化が始まると承知しています。

　今回新たに始まる運転免許証との一体化につい

ては、デジタル社会の実現に向けた重要な取組と

なりますが、県民の中には、まだ制度の概要等を

十分に御存じない方も多いように感じておりま

す。マイナンバーカードと免許証が一体化した、

いわゆるマイナ免許証のメリットについて御説明

いただくとともに、マイナ免許証の導入に向け

て、県警察が取り組んでいる施策等がありました

ら、警察本部長に御紹介いただければと考えてい

るところです。

　また、県警察におきましては、本年１月から運

転免許手続の一部について事前予約制を導入して

いると伺いましたが、その導入経緯と期待される

効果等についても併せて説明していただきたいと

思います。

　　�〔警察本部長宮内彰久君登壇〕

○警察本部長(宮内彰久君)　議員に御紹介いただ

きましたとおり、本年３月24日から、運転免許セ

ンターや警察署においてマイナンバーカードに免

許情報を記録することによりまして、マイナンバ�

ーカードを免許証として利用できるようになりま

す。

　こうした、いわゆるマイナ免許証につきまして

は、あくまで希望する方が持つことができるよう

になるものでございまして、免許証の保有の形態

としましては、従来の免許証のみ、マイナ免許証

のみ、または両方の３つの形態から選ぶことがで

きるようになります。

　マイナ免許証のメリットとしましては、マイナ

免許証のみを保有する方につきましては、住所変

更等の際に自治体に届け出るだけで警察署等での

変更手続が不要になりますほか、免許更新の際の

更新時講習をオンラインで受講できたり、更新手

数料が安くなったりするなどのメリットがありま

す。

　県警察におきましては、マイナ免許証への免許

情報の記録等の手続が円滑に行われるようにする

ため、運転免許センター内における専用ブースの

設置や担当職員の体制強化を進めますとともに、

県警ホームページなどを通じまして、制度の概要

やマイナ免許証のメリット、必要な手続などにつ

いて周知を図っているところでございまして、引

き続き、こうした取組を着実に進めてまいりま

す。
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　次に、運転免許手続の事前予約制についてです

が、本年１月14日から、運転免許センターにおい

て行う免許更新の際の更新時講習や学科試験など

につきまして、県警ホームページを通じたウェブ

予約を開始しております。

　この予約制度につきましては、これまで、時期

や曜日、時間帯によっては、運転免許センター内

や駐車場が著しく混雑していましたので、来庁者

数を平準化させて混雑を緩和し、手続に要する時

間を短縮させることにより、県民の皆様の利便性

の向上を図ることとしたものでございます。

　具体的な予約の方法につきましては、例えば、

免許更新の際の更新時講習につきましては、更新

通知はがきに記載されていますＩＤ、パスワード

を入力し、希望する講習枠を予約していただくと

いうものでございまして、本年３月24日以降の更

新時講習を対象としてウェブ予約の受付を開始し

ていますが、現在までのところ順調に推移してい

るところでございます。

　県警察としましては、こうした予約制度が混雑

緩和や手続時間の短縮という効果につながるよ

う、引き続き、県民の皆様への周知を図ってまい

ります。

　　�〔池永幸生君登壇〕

○池永幸生君　警察本部長に答弁をいただきまし

た。

　総務省の公表によりますと、令和７年１月末時�

点でのマイナンバーカード普及率は、全国で77.6�

％、熊本県は、これを上回り79.6％に達していま

す。マイナンバーカードが普及した背景には、マ

イナポイントの付与による取得促進の取組なども

あったものと承知しております。

　全国的にマイナンバーカードがある程度普及し

たため、今後は、その利便性について実感できる

具体的な政策が必要になってくるものと思いま

す。

　マイナンバーカードを利用して、市町村が発行

する証明書をコンビニで取得できるサービスも随

分普及してきました。確定申告も、自宅にいて、

スマホでできる時代になりました。

　マイナ保険証も普及しつつあります。警察本部

によるマイナ免許証の取組もその一つであろうと

思います。特に、従来型の免許証も選択できるこ

とや従来型の免許証とマイナ免許証の両方を取得

することができるなどは、多様なドライバーのニ�

ーズに応じたきめの細かい対応であり、高く評価

できる点だと思います。

　ただ、外国人の免許取得も考えられるのではな

いでしょうか。言葉の違いもありますでしょうけ

れども、ぜひその辺の取組もよろしくお願いしま

す。

　従来型の免許を廃止するのではなく、ドライバ�

ーの選択肢を増やすという施策は、広く県民の皆

様に受け入れられるものと期待できます。ぜひこ

の機会に、マイナ免許証の取得について県民の皆

様が検討できるよう、そのメリットについて丁寧

に説明をし、周知していただきたいと思います。

　免許センターでの更新時講習が事前予約制にな

ることも大変スマートな取組であり、利便性向上

につながると思います。今までは、長い行列に並

んで混雑している中で講習を受けておりました

が、今後はかなり改善されるのではないでしょう

か。更新手続に伴う煩わしさが軽減できる警察本

部の取組を歓迎したいと思います。

　ちなみに、私は常に安全運転を心がけており、

その結果、ゴールド免許証を所持しています。こ

のため、これまでも免許更新時の講習時間は短

く、そもそもスマートでありました。

　一方、議員としての活動は、まだまだ先輩方に

追いつかない状況ではございますが、議員としま
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しても、県民の皆様から、いつかゴールド免許を

いただけるようになるよう努力してまいりたいと

思います。

　最後に要望に入ります。

　働き方改革についてですけれども、これまで

2024年問題に関する様々な議論が進められる中

で、2019年４月以降、いわゆる働き方改革関連法

が順次施行されてきました。また、施行に伴う猶

予期間も終了し、法に基づく働き方改革は本格化

しています。

　私は、これまでも申し上げてきましたが、この

法律に基づく働き方改革は、従来型の日本経済の

姿を一変するものであり、地方経済にとっては、

マイナスの影響も少なからずあると考えてきまし

た。特に、運送業や建設業の現場において汗を流

している労働者の方々には、様々な影響を及ぼす

ものではないかと思います。日本国内の企業、事

業者は、全てにおいて重大な影響を受けざるを得

ないような状況にあるのではないでしょうか。

　以前、私は一般質問の場でも申し上げました

が、働き方改革関連法に基づく制度が今後広く社

会に浸透していけば、従来まで道徳とされてきた

日本人の勤勉さに対する働き手の意識も変わって

いくと考えています。そして、そうなった先に

は、日本経済の停滞という悪影響が発生すること

も現時点において十分に懸念されるところです。

　特に、物流業界に対するマイナスの影響は大き

いものがあります。ネットショッピングの日常化

など、国民の消費生活が多様化する中で、これを

縁の下で支え続けてきたのが、物流業界の定時

性、速達性でした。日本経済の屋台骨と言っても

過言ではない物流業界の発展に、働き方改革は水

を差すような面があるように感じざるを得ませ

ん。

　どの業界においても人手不足が当たり前の状況

で、働き手の確保には苦慮しています。このよう

な中にありながらも、物流における納期や建設工

事における工期などは、契約上明記されており、

当然に遵守義務もあります。実際、ＪＡＳＭ第１

工場の建設現場におきましても、工期内に工事を

完了すべく、ゴールデンウイーク中や土曜、日

曜、祭日に加え、夜間作業も実施されていたと聞

きました。

　現在、私は合志市の商工会長を務めています

が、これからの地域経済を担う商工会青年部に所

属する若手経営者の方々からも、働き方改革に対

する疑問の声を多く聞くことがあります。コロナ

禍におけるゼロゼロ融資の返済が始まっているこ

とや人手不足が慢性的であることなどから、中小

零細企業のリーダーたちは、働き方改革が経営改

善にとって、むしろ足かせとなっているとの意見

もありました。

　現在の取組のままでは、日本経済の将来を担う

若手経営者の方々の意欲をそいでしまうような一

面があるということを、働き方改革の名の下に軽

視してしまうのは本末転倒ではないでしょうか。

　働き方改革は、日本経済の維持発展に資するた

めに施行されたものであり、この趣旨に沿った改

革を続けていくことが肝要であり、そのための軌

道修正、微修正は適宜図られなければなりませ

ん。

　残業規制につきましても懸念があります。残業

代は、額に汗を流して働くという美徳に対する報

酬であった面も否めません。働き方が多様化する

ことは是としても、意欲ある就労者の労働意欲を

阻害してしまうのは、やや行き過ぎた改革のよう

に感じられます。

　そういった意味で、現在の働き方改革について

は、地域経済を支えている中小零細の事業者など

の意見に耳を傾けながら、改善や見直しを行って
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いくことが早急に求められていると思います。

　県におきましても、商工界における様々な角度

からの意見を丁寧に聞きながら、現在の働き方改

革の課題を洗い出し、機会を捉えて国に改善を要

望するなど、地域経済の維持発展のために必要不

可欠な取組を継続していただくようお願いいたし

ます。

　以上、ここに要望いたします。

　私からの質問、要望は以上となります。

　県政が今抱えている課題や今後発生する可能性

のある問題について、私なりの立ち位置から質問

をさせていただきました。

　もちろん、これらの課題が一朝一夕に解決する

とは思っておりません。しかし、これらを地域住

民と我々議員や関係市町村、そして県庁が共通の

問題や話題として認識し、共有することで、状況

が少しずついい方向に変わっていくのではないか

と期待しています。私自身も、地元や関係者の皆

様方とともに汗をかき、知恵を絞り出していきた

いと考えています。

　知事は、昨年12月に策定したくまもと新時代共

創基本方針の中で、県政運営に当たっては、なか

なか声を上げられない方、困難な環境にある方へ

もしっかりと寄り添い、県民が主人公の県政を推

進しますと言われました。まさに現場を最重視し

た知事のお考えの表れではないかと拝察いたしま

す。

　私も、県議会に身を置く者として、知事と同

様、現場の皆様と語り、いろんな方のいろんな意

見や要望などに一つ一つ耳を傾けていきたいとの

思いを新たにしたところです。

　知事は、熊本は日本一伸び代がある県であると

確信しているともおっしゃっています。そのよう

な前向きな気持ちで県政のかじ取りをしていただ

けることを大変心強く感じております。

　これから、ますます知事にリーダーシップを発

揮していただき、様々な県政の重要課題を解決す

べく、果敢に取り組んでいただきたいと願ってい

ます。

　知事に熱いエールを送り、締めの挨拶としま

す。

　昨日、３人の質問者がありました。３人を合算

すれば149歳、今日、私の次に、あと２人登壇さ

れますけれども、合算すれば221歳、年寄りのざ

れごとと思わずに、年寄りには年寄りなりの意見

があることを心に留めて、私たちの意見を聴いて

もらえるならばと思います。

　これで終わります。(拍手)

○副議長(髙木健次君)　この際、５分間休憩しま

す。

　　午前10時49分休憩

　　午前10時59分開議

○副議長(髙木健次君)　休憩前に引き続き会議を

開きます。

　河津修司君。

　　�〔河津修司君登壇〕(拍手)

○河津修司君　阿蘇郡選出・自民党の河津修司で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。

　先ほど黙禱をささげていただきましたが、今日

は、14年前に起きた東日本大震災発生の日であり

ます。２万2,000人を超える多くの犠牲者が出ま

して、心からお悔やみとお見舞いを申し上げま

す。

　それから、これから質問します件につきまして

関係がございますので、お見舞いを申し上げたい

と思います。

��それは、一昨日行われました阿蘇の原野を維持

するための阿蘇地域の野焼きにおきまして、お１

人の方が大やけどを負いまして入院をされまし
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た。早い快方に向かいますことを、そして無事退

院されることを心から願っております。お見舞い

を申し上げます。

　木村知事は、就任後、もうすぐ１年を迎えます

が、いつ休んでいるのかと思うくらい土曜、日曜

日も、お出かけ知事室などで、県下全域を飛び回�

っておられまして、また、食のみやこ熊本など政

策実現のために、県庁内の組織を改編したり積極

的に行動され、活躍しておられます。

　それでは、１問目の質問に入らせていただきま

す。

　知事の阿蘇に対する思いと阿蘇の草原維持につ

いて、蒲島前知事をはじめ、これまで、歴代知事

には、阿蘇は大変愛されてきました。そして、阿

蘇に対して様々な振興策を実施していただき、今

日の阿蘇地域の姿があります。東京からの帰りの

飛行機から見た３月の壮大な野焼きを見て、阿蘇

の観光振興のために、阿蘇の火まつりを提案し、

開発から阿蘇の環境資源を守る数々の政策を打ち

出されました知事もおられました。

　蒲島前知事は、阿蘇の世界農業遺産登録に導か

れましたし、平成24年７月の九州北部水害や熊本

地震で壊滅的な被害を受けた阿蘇の復旧のため

に、チーム熊本のリーダーとして、国会議員によ

る被災地への視察を挙行され、早期の復興へつな

がれました。

　これまで、歴代知事は、阿蘇への思いを観光や

自然、環境保全等、あるいは世界遺産への対応等

を進めてこられました。木村知事も、県庁職員時

代や副知事時代には、阿蘇の市町村を訪れ、田植

えや稲刈りなど農作業体験をしたり、住民と語り

合うなどして、それを政策に生かしていると聞い

ています。

　そこで、木村知事の阿蘇に対する熱い思いをお

聞きしたいと思います。

　今、ＴＳＭＣ進出を受けて、熊本県は全国的に

も注目されています。それと同時に、地下水も人�

々の関心事の一つです。一昨年から昨年にかけ

て、阿蘇市選出の岩本議員も私も、阿蘇地域を水

源とする地下水や白川を流れる水が熊本地域の地

下水保全にも大きな役割を果たしているという趣

旨の質問を繰り返してきましたが、県庁内の人に

は理解してもらえませんでした。

　そのような中、木村知事が就任してから、阿蘇

地域の市町村長の要望にも耳を傾けていただき、

阿蘇の草原維持に取り組むことが熊本地域の地下

水涵養にもつながることを承認していただき、あ

りがたく思っております。

　熊本地域の森林、田畑、そして草原の持つ水源

涵養機能を守り育てていくことが、下流に住む人

たちに対する私たち阿蘇地域に住む者の責務では

ないかと考えております。そして、阿蘇谷や南郷

谷に広がる壮大な田畑、小国や高森地区に植栽さ

れた森林を維持管理、保全していくことが重要と

考えております。特に、阿蘇の草原、原野を維持

していくのは、農畜産農家の高齢化や減少で野焼

きが難しくなってきており、危機的な状況です。

　それを打開するためには、新たな支援が必要で

はないでしょうか。そのために九州各県を巻き込

んでのシステムを固めつつあると聞きますが、ど

のような仕組みを考えているのか、阿蘇に対する

思いと併せて、知事にお尋ねします。

　　�〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　河津議員から御質問いただき

ました。

　まず、議員から、一昨日、野焼きで大やけどを

負われた事故が発生したとのお話がありました。

私からもお見舞い申し上げるとともに、野焼きを

含めた私の阿蘇に対する思い、草原維持について

にお答え申し上げたいと思います。
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　国内外から多くの観光客が訪れる阿蘇のすばら

しい自然、その中でも、日本一の面積を誇る阿蘇

の草原は、放牧や野焼きなど、1,000年以上の長

きにわたる人々の営みによって維持されてきまし

た。

��また、阿蘇は６本の一級河川の源流域であり、

九州の水がめとして約500万人の人々に水の恩恵

を与えている阿蘇に広がる雄大な草原は、水源涵

養をはじめとする多面的な機能を持ち、未来へ引

き継がれるべき人類の宝だと私は認識しておりま

す。

　私は、知事選に立候補した際のマニフェスト

で、世界に誇るこの阿蘇の文化的景観を確実に後

世に伝えるため、阿蘇の草原を維持、再生すると

ともに、世界文化遺産への登録を推進することな

どを掲げました。

��知事就任後は、昨年10月に、私が会長を務める

阿蘇世界文化遺産登録推進協議会ほか３つの関連

団体で、持続可能な阿蘇の実現に向けた共同宣

言、これを行うとともに、推進体制強化のため

に、県庁内に阿蘇草原再生・世界遺産推進課を新

設しまして、取組を進めています。必ずや阿蘇の

世界文化遺産登録を実現させたい、そう思ってお

ります。

　一方で、人口減少や高齢化の進行に伴う担い手

不足、農畜産業の形態の変化などを背景として、

野焼きなどによる阿蘇の草原を維持してきたこの

コミュニティーが崩壊寸前と言っても過言ではな

い状況に現在ございます。

　県では、地元市町村や関係自治体等と連携し

て、草原面積の減少を食い止めるための取組を続

けております。平成25年度から開始した野焼きの

再開支援では、令和５年度までに19か所、478ヘ

クタールの野焼きが再開され、また、野焼きに係

る賠償責任保険が創設されるなど、一定の成果は

出ているものと思っております。

　しかしながら、私がこれまで、選挙戦なども含

めて、阿蘇を歩いて聞いたお声は、より厳しい現

実でございました。阿蘇の草原の維持活動をさら

に持続可能なものとするためには、これまでの取

組をより強化した新たな仕組みの構築が必要であ

ると考えるに至りました。

　阿蘇の草原に加えて、森林や水田などが水源に

果たす役割に着目し、そして、下流域の受益者で

ある企業や住民、流域自治体などによって、阿蘇

の草原等を守る活動を支援する仕組みづくりを目

指します。その実現に向けて、既に関係機関と協

議を進めております。

　具体的には、また新たな支援の受皿となる基金

を阿蘇の草原等の維持に取り組んでいる団体と連

携して設置するよう調整を行っております。その

上で、企業などからの支援のインセンティブとな

るように、そうした企業の支援の貢献度を定量化

して証明するための評価の指標を県が整備するこ

ととしまして、本定例会に関連予算を提案させて

いただいたところでございます。

　この仕組みの本格運用は、令和８年度の開始を

目指しておりますが、特に喫緊の課題である草原

維持については、この令和７年度中も先行して支

援の受付の開始ができるように関係機関とも連携

して取り組んでまいりたいと考えております。

　さらには、これまで明確でなかった九州の水が

めとして、阿蘇を源とする水が福岡や大分など九

州各県にどの程度貢献しているのかを科学的に整

理した上で、白川水系以外の５つの一級河川の受

益者などに広く支援を求めることも視野に、検討

を進めてまいります。

　白川を通じて熊本地域の水循環の一端を担う阿

蘇の草原などは、熊本都市圏100万人の生活と産

業を支える貴重な宝です。阿蘇管内の市町村や流
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域市町村など関係機関としっかり連携して、白川

だけでなく、九州の水がめを育む阿蘇の草原等を

守る活動が持続可能なものとなるようしっかりと

した仕組みを県として構築してまいります。以上

でございます。

　　�〔河津修司君登壇〕

○河津修司君　知事の阿蘇に対する熱い思いが感

じられた答弁でした。

　阿蘇の草原を維持、再生するとともに、阿蘇の

世界文化遺産登録推進のために、阿蘇草原再生・

世界遺産推進課を新設し、取組を進めるとのこと

でしたが、世界文化遺産も、日本が推薦する暫定

リストの数が減ってきておりまして、来年度から

見直しが行われるのではないかと期待をされてい

ます。頑張っていただきますよう、しっかりと応

援を私たちもしていきますので、よろしくお願い

いたします。

　草原の維持については、地元の牧野組合員は有

畜農家が減ってきて、無畜農家や農業以外の仕事

をしている人が多くなっています。その人たちが

野焼きをしているのは、阿蘇の原野を守る責任感

みたいなものではないでしょうか。今、この牧野

組合員の人たちを支援して野焼きを続けなけれ

ば、阿蘇の原野は消滅してしまいます。そうしま

すと、阿蘇の壮大な景観も見えなくなり、貴重な

動植物もいなくなります。そして、川の水や地下

水にも大きな影響を与えるでしょう。

　そうならないために、県内のみならず、阿蘇を

源とする川が流れる福岡、大分、宮崎の各県を巻

き込んでの寄附を集める仕組みを広げる考えは、

環境問題を重視する企業からも称賛していただけ

るものと思っております。しっかりと説明して協

力を得てほしいと思っております。この取組が早

く動き出し、成果が上がることを期待しておりま

す。

　続きまして、２番目の質問に入らせていただき

ます。

　阿蘇地域の農業における高温対策について質問

します。

　昨年８月の南小国町の最高気温32.7度、平均気

温は26.1度、そして20年前の2004年の最高気温は

30.3度、平均気温が24.4度でしたので、最高、平

均ともに２度ほど上がっております。これは日陰

の気温であり、ひなたやハウスの中では、人間の

体温を超えるところもあるのではないでしょう

か。皆さん方が住む平地のほうはもっと暑いかと

思いますが、ふだん涼しい阿蘇に住む人たちにと�

っては酷暑としか言いようのない気温であり、サ

ウナに入ったのではないかと錯覚するような暑さ

でした。

　阿蘇地方は、数年前までは、高冷地気候を利用

して、夏季の夏場の大根、キャベツ、ホウレンソ

ウ、米栽培をして収益を得ていました。ところ

が、ここ数年、稲作は、いかに温度を下げるかに

気をつけていますし、ホウレンソウの種をまいて

も芽が出ない状況です。このまま地球温暖化が進

めば、生態系の変化や異常気象、感染症の蔓延、

農作物、水産物への打撃など、私たちの生活にも

大きく影響を及ぼす危険があります。

　さらに、追い打ちをかけるように、農業に必要

な資機材や肥料の高騰と、農業をめぐる情勢は厳

しいものがあります。

　稲作では、高温障害でせっかく実った米が白く

なる白未熟粒の発生や米に亀裂が入って割れやす

くなる胴割れ粒等が発生し、低い等級米となりま

す。また、野菜では、トマトが32度、キュウリが

35度以上で、野菜の熱中症とも言える高温障害が

発生し、花落ち、果実の変形、色づき不良が発生

し、売り物にならない野菜となってしまいます。

　この対策として、稲作では、温度を下げるため
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に、植付け時期の変更や水管理で温度を下げてい

ますが、その年によって気温が大きく変化し、温

度が下がり過ぎれば冷害も考慮しなければなら

ず、難しい判断となります。もはや阿蘇地域は高

冷地とは言えない状況であります。

　ついては、効果が発揮できる６月以降の稲の分

けつ期の水管理や施肥の対策、野菜栽培では、温

度管理やかん水管理、また、遮光ネットの設置等

の対策が重要であり、これらの対策は、農家のみ

では対応が困難ではないかと思っております。

　つきましては、稲作や野菜づくりの高温対策を

重視していただき、農家への適宜な栽培指導が重

要であると思われます。

　このため、県は、今後、酷暑に対処した栽培方

法や暑さに強い品種開発など、高温対策にどう対

応していくのか、農林水産部長にお尋ねします。

　　�〔農林水産部長千田真寿君登壇〕

○農林水産部長(千田真寿君)　近年、地球温暖化

の進行が農産物の生産に大きな影響を及ぼしてお

り、県では、高温に強い品種の作付面積の拡大や

品質低下防止のための遮光資材の普及などに取り

組んできたところです。

　しかし、令和６年の記録的な猛暑では、阿蘇地

域においても、主力品種であるコシヒカリの白濁

による等級の低下や夏秋トマトの結実不良、ホウ

レンソウの発芽率の低下など、多くの品目で高温

障害が見られました。

　このため、県では、関係機関と連携して、米、

野菜など部門ごとに高温対策プロジェクトチーム

を立ち上げ、短期的な対策と中長期的な対策に分

けて検討を行っています。

　まず、短期的な対策では、国や他県の優良事例

を含めてこれまでの知見を整理し、県の普及指導

員が講習会などで生産者に技術情報を周知すると

ともに、３月末をめどに県ホームページに掲載

し、市町村やＪＡに情報提供を行うことで対策の

普及を図ることとしています。また、遮光資材の

導入が速やかに進むよう、高温対策用資機材の導

入に対する支援を実施します。

　阿蘇地域においては、米について、肥料の散布

方法の改善、収穫間際までの水管理など、基本的

な栽培技術の徹底を図るとともに、夏秋トマトや

ホウレンソウなどの園芸作物では、高温に耐性が

ある品種の導入を進めてまいります。

　次に、中長期的な対策としては、新しい高温対

策技術に関する現地試験を実施し、効果が確認で

きたものについては随時周知を図ってまいりま

す。また、農業研究センターにおいては、国の研

究機関や民間とも連携し、地球温暖化対策を重点

研究課題として位置づけ、新しい品種の開発、選

定や品質、収量の低下を防止する技術開発などを

進めてまいります。

　あわせて、高温障害も含め経営リスクの軽減に

は、セーフティーネットとしての収入保険などへ

の加入が重要であることから、来年度においても

引き続き加入促進を図ることとしています。

　県としましては、引き続き、情報収集や品種、

技術の開発に努め、農産物を安定して生産できる

対策の充実を図りながら広く普及することで、稼

げる農業を実現してまいります。

　　�〔河津修司君登壇〕

○河津修司君　農家の皆さんは、昼間の暑い時間

帯はビニールハウスに入らず、屋内の涼しいとこ

ろで選別などの作業をして、夕方、日が傾いた頃、

外の作業をするなど工夫していますが、昨今の暑

さは身にこたえます。

　阿蘇地域のほとんどが中山間地であり、零細な

農家が多く、高齢者の農家も多いため、当然、長

年作り慣れた作物を作ろうとする傾向にありま

す。あと何年作れるだろうかと心配しています。
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若手農家にしても、夏場のホウレンソウ栽培は難

しいので、諦めようかと思っている者もおりまし

た。でも、そういう高齢者や若者がいてこそ地域

を支えているのではないでしょうか。

　ぜひとも新しい品種、技術の開発をしていただ

き、農産物を安定して生産し、稼げる農業を実現

していただきますよう願っております。

　続きまして、畜産の振興について質問いたしま

す。

　阿蘇地域は、広大な草原を生かした畜産業が盛

んです。肉用牛の飼育農家数は県内で最多であ

り、特にあか牛の繁殖雌牛は、県内の約７割が阿

蘇地域で飼養されています。

　酪農に目を向けますと、私の地元小国郷では、

古くからジャージー牛乳の産地として知られてい

ますし、熊本地震で大きな傷を負った西原村の酪

農家の方々も、持ち前の強い団結力で見事に復

旧、復興を果たされました。

　観光資源としても、畜産関係の資源は豊富で、

牧野で放牧されている牛たちを写真に収めようと

する観光客の姿をよく見かけます。また、阿蘇

市・内牧の食堂が始めたあか牛丼が評判で、広が

りを見せています。観光客をターゲットにした飲

食店で大変人気があるようで、多くの店で、それ

ぞれ趣向を凝らしたあか牛丼が提供されていま

す。

　このように、地元阿蘇では非常になじみが深

い、観光資源としても人気があるあか牛ですが、

畜産団体に聞いてみたところ、国内のみならず、

国外からもあか牛の肉を取り扱いたいという需要

があるのですが、全てに対応できていない状況と

のことでした。せっかくの追い風なので、生産者

や農業団体などの関係者に尋ねてみましたが、現

在、畜産、酪農を取り巻く情勢は非常に厳しいよ

うです。令和２年の秋頃から飼料価格が高騰した

と記憶していますが、現在も高止まりしていると

聞いています。

　国の配合飼料価格安定制度では、価格が急激に

上昇した場合に補塡金が支払われるとのことです

が、高止まりが続いている状況では補塡金が出に

くく、多くの畜産農家から、購入飼料費が経営を

圧迫しているとの声が聞こえているところです。

　また、最近では、黒毛和種の繁殖雌牛を大規模

に飼育する比較的若い繁殖農家が、あか牛も飼い

始めている事例があると聞いています。一個々の

経営のリスク分散としては有効だと思うのです

が、あか牛の子牛価格は黒毛和種よりも10万円程

度高い上に、長引く飼料価格の高止まりで経営体

力が失われている畜産農家にとっては、新たな投

資は非常にハードルが高く、結果的に生産基盤が

なかなか拡大できていないのではないでしょう

か。

　そこで、あか牛の生産基盤を効果的に維持強化

するためにどのように取り組んでいくのか、ま

た、畜産、酪農業が直面している購入飼料費の高

騰に対し、県としてどのように取り組んでいくの

か、農林水産部長の考えをお尋ねします。

　　�〔農林水産部長千田真寿君登壇〕

○農林水産部長(千田真寿君)　まず、あか牛の生

産基盤の維持強化についてお答えします。

　あか牛は、阿蘇地域を中心に県内で約１万�

7,000頭が飼養されています。平成24年度には１�

万4,000頭まで減少したところですが、県や農業

団体が一体となって増頭に取り組み、この10年間

で約3,000頭の回復を見せています。

��一方、あか牛に対する需要の高まりから子牛価

格が上昇したため、増頭の意欲はあるものの、経

営環境の厳しさから、新規の導入に踏み切れない

生産者がおられることも承知しています。

��そこで、県では、生産者がより増頭に取り組み
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やすくなるよう、高い能力を持つ多数の母牛を短

期間に確保するため、新たに性選別技術と受精卵

移植技術を組み合わせた増頭事業による支援を実

施することとしています。これにより、農家にと�

って導入コストを抑えた増頭が可能となり、あか

牛の生産基盤のさらなる強化につながるものと期

待しています。

　次に、購入飼料費の高騰対策についてお答えし

ます。

　県では、生産者の負担軽減に向け、配合飼料価

格安定制度に係る生産者積立金の一部助成を行っ

てきたところです。

　来年度もこの措置を継続するとともに、新たに

飼料配送コストの低減のための農家の飼料タンク

への残量測定センサー設置に対する支援や酪農家

に対する粗飼料価格の上昇分の一部補塡、阿蘇の

草原等採草地での自給飼料の収量向上の取組に対

する支援を実施します。

　県では、これらの施策により、阿蘇地域をはじ

めとする県内畜産、酪農業のさらなる発展に向

け、生産者の皆様に寄り添った支援を行ってまい

ります。

　　�〔河津修司君登壇〕

○河津修司君　実は、私も26年ほど前まではあか

牛を飼っていました。そのときは、黒牛よりか相

当安く、子牛１頭当たり12 ～ 13万円しかしなかっ

た時代もありました。今では黒牛より高いときも

あるそうで、以前とは隔世の感があります。あか

牛の評価が上がったのは、畜産農家や関係者の今

までの努力が実ったもので、敬意を表したいと思

います。もちろん、県の支援もあってのことだと

思っております。来年度も畜産振興、酪農振興の

予算も計上してあるとのことですが、効果が上が

ることを期待しております。

　続きまして、産山村の大蘇ダムについて質問さ

せていただきます。

　熊本県産山村と阿蘇市、大分県竹田市の1,865

ヘクタールを受益面積とする大蘇ダムは、国営大

野川上流土地改良事業として、昭和54年度に着工

し、平成17年２月に完成しました。

　大蘇ダムは、完成後、水漏れが確認されたた

め、平成25年度から浸透抑制対策が行われてきま

したが、現在でも地下への浸透が続いていると聞

いています。農家の方々は、年間を通じて最も農

業用水を必要とする春先にダムに水がたまってい

るのか毎年不安に感じておられ、私のところにも

何とかしてほしいとの不満の声が寄せられます。

　私は、今から４年前、想定を大きく上回る浸透

量が発生した大蘇ダムに関し、農業用水の供給に

支障がないのか等について、この議会で質問を行

いました。その際、当時の蒲島知事から、農家が

安心して営農できるよう必要な用水を確実に確保

され、ダム本体がある産山村をはじめ下流域の皆

さんの水位低下に対する不安が払拭されることを

九州農政局長に申し入れた、このことが実現する

よう引き続きしっかりと対応してまいると答弁を

いただきました。

　その後、令和４年度から令和６年度の３年間、

国において、大蘇ダムの浸透メカニズムを把握す

るための調査が行われるとともに、調査期間中の

用水確保は、国が現地に職員を常駐させ、責任を

持って対応されていると聞いており、農家が安心

して営農できるよう、これまでは、国や県には可

能な限り対応していただいていると思っておりま

す。

　しかし、国の調査は本年度末で終わることか

ら、来年度以降、大蘇ダムの管理がどうなるのか

関係市町村や土地改良区は大変不安を抱えていま

す。現状を踏まえれば、ダムの管理は、浸透の影

響を受ける貯水位を見ながら、配水調整を含め施
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設を運用していくことになり、地元関係者にとっ

ては大きな負担となります。

　さらに、この地域で安心して営農するための農

業用水を将来的に確保できるのか、未来永劫不安

なく農業を営むことができるのか、農家の方々は

不安に思っております。

　そこで質問します。

　大蘇ダムの現状はどうなのか、今後大蘇ダムに

対してどのように対応していくのか、以上２点に

ついて、知事にお尋ねいたします。

　　�〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　１点目の大蘇ダムの現状につ

いてお答えいたします。

　大蘇ダムは、国が阿蘇郡産山村に建設した農業

用ダムであり、議員御指摘のとおり、熊本、大分

両県にまたがる阿蘇東部地域の受益地1,865ヘク

タールに農業用水を供給することを目的としてお

ります。

�私は、かねてより、この地域で地元農家の方々

がダムの水を使って安心して農業を営まれること

を期待しておりました。

　しかし、大蘇ダムの水は、令和２年４月の供用

開始時点においても、想定以上に地下へ浸透して

おりました。そのことについて、令和２年11月に

竹田市で行われたダムの完工式直前まで、国から

本県を含む地元に対しての説明がなく、阿蘇市や

産山村の首長、関係者の皆様は、国の説明が不十

分として完工式を欠席されました。

　私、当時農林担当の副知事で、ボイコットしよ

うかとも思ったんですけれども、あえて地元代表

として式典の挨拶に立ちまして、今日は完工式で

すが、工事が終わったわけではありません、最終

的な浸透対策をしっかり完成させ、安定的に農業

が営まれることを切に願っていますと、声を上げ

たことを思い出します。

　そのこともあったのか、これも議員御指摘いた

だきましたが、国において、令和３年１月からダ

ムに職員を常駐させ、必要な農業用水の確保に努

められるとともに、令和４年度から本年度まで、

浸透状況を把握するための調査が行われてまいり

ました。

　調査の結果、やはりダムの水は、現在も地下に

浸透し続けているとの説明を国から受けておりま

す。

　なお、ダム本体の安全性については、大規模地

震が発生しても、ダムの貯留機能を維持できるこ

とがしっかりと示されております。

　２点目の今後の対応についてお答え申し上げま

す。

　阿蘇市や産山村、また、阿蘇東部土地改良区か

ら要請を受けまして、営農に必要な安定した農業

用水を確保すること、浸透の調査や観測を継続

し、対策が必要な場合は国の責任において対応す

ること、３点目に、特別な技術的配慮が必要なこ

の大蘇ダムの運用に国直轄管理事業を導入するこ

と、この３点を昨年10月７日に農林水産省の舞立

政務官に対して私たちが直接要望したところでご

ざいます。

　この要望に対し、今月５日、国から説明がござ

いました。令和７年度から用水確保対策と追加の

浸透抑制対策を組み合わせ、必要な農業用水を確

保すること、そして、それらを全額国費で行われ

ることが示されました。

　さらに、令和９年度を目途に、国による直轄管

理を開始するということが示されたところでござ

います。本県が要望していた大蘇ダムの管理を国

が直轄して行うことになることによって、地元の

負担は大いに軽減されます。

　県としては、この国による直轄管理に向けて、

用水確保対策と追加の浸透抑制対策が確実に実施
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されることによって、地元の農家の皆様のダム水

位の低下に対する不安が払拭され、安心して営農

ができるよう、今後とも国の対応を注視し、必要

な協力を行ってまいりたいと考えております。

　大蘇ダムの水と阿蘇東部の冷涼な気候を生か

し、稼げる農業が実現できるよう、今後とも引き

続き、国や関係市村、土地改良区と連携して、地

元農家をしっかりと支援してまいります。

　　�〔河津修司君登壇〕

○河津修司君　木村知事は、令和２年に竹田市で

行われましたダムの完工式でも、また、その後

も、地元農家のために、国に対して意見を言って

いただきました。おかげで、地元農家や自治体が

要望した国によるダムの直轄管理に加え、用水確

保対策と追加の浸透抑制対策が確実に実施される

ことになりました。

　木村知事と大蘇ダムの何かしらの巡り合わせを

感じます。その縁を持ちまして、これからも、産

山村やダム利用の農家のために、御支援ください

ますようよろしくお願いいたします。

　続きまして、台湾との教育交流について質問い

たします。

　熊本県と台湾は、以前から結びつきが強く、交

流が活発に行われてきましたが、ＴＳＭＣの進出

決定後、さらに拡大しています。

　令和５年熊本県観光統計では、台湾からの宿泊

者数は延べ24万人と過去10年で最多となり、コロ

ナ禍以前を上回る観光客が訪れています。また、

在留外国人についても、在留外国人統計によりま

すと、台湾の方は、令和６年６月末時点で1,753

人であり、過去10年で最多、前年同時期の511人

から大きく増加しております。

��このような中、教育面でも、各地で様々な交流

が行われています。例えば、阿蘇管内では、1988

年から小国町の小国国際交流会が台湾・台北市の

士林区にある中国文化大学のホームステイを受け

入れるなど、交流を続けています。この縁から、

小国町は、昨年２月、台北市・士林区と友好交流

協力覚書を締結し、11月には、小国小学校と士林

国民小学校が姉妹校の提携協定を結びました。

　また、昨年７月には、中国文化大学の学生と教

授、合計27名が小国町と南小国町でホームステイ

し、交流が行われました。11月には、小国小学校

が台北市・士林区の三玉国民小学校の児童を教育

旅行で受け入れ、教育面での交流を深めていま

す。この交流は、子供たちが国際化を実感し、グ

ローバルな視点を持つきっかけとなったと聞いて

います。

　友好・姉妹都市交流は、熊本県熊本市と高雄

市、小国町と台北市・士林区のほかにも、阿蘇管

内では、南阿蘇村と屏東県東港鎮が国際交流促進

覚書を締結しています。八代市と基隆市、新竹市

などが協定や覚書を締結し、また、宇土市、宇城

市、美里町が台南市と協定を締結するとの報道が

先日なされました。

　学校間でも、昨年７月、鹿本農業高校が高雄市

の六龜高級中学と、12月には東稜高校が新北市の

永平高級中学とそれぞれ姉妹校協定を締結するな

ど、交流が活発になっています。

　先月、熊本県は、台湾の金融グループと包括連

携協定を結び、経済や観光、スポーツなどの分野

で、交流促進を図ることが報道されました。

　ＴＳＭＣ進出後、台湾との交流が活発となる

中、教育面での交流は、熊本の子供たちの国際的

視野を養い、グローバルな人材を育成することに

もつながるものであり、今後教育交流を促進する

必要があると考えます。

　そこで、台湾との教育交流の現状と今後の取組

について、教育長にお尋ねします。

　　�〔教育長白石伸一君登壇〕
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○教育長(白石伸一君)　まず、台湾との教育交流

の現状についてでございますが、平成29年１月の

高雄市との友好交流協定締結を契機に、県内23の

市町村立小中学校、県立高校において、高雄市の

学校とオンラインや現地の交流が実施されていま

す。

　議員御紹介の鹿本農業高校と高雄市立六龜高級

中学との姉妹校協定は、交流を重ねる中で締結に

至ったものでございます。

　また、高雄市以外でも、学校間、市町村間で交

流が進んでおり、県立高校では17校が高級中学や

大学と姉妹校協定を締結しています。市町村立学

校でも、姉妹校協定に基づく交流をはじめ、台湾

への渡航、教育旅行の受入れを行うなど、様々な

交流が行われています。

　さらに、コロナ禍で減少していた台湾への修学

旅行について、今年度は県立高校５校が実施して

おります。

　このような教育交流は、子供たちにとって異文

化を直接体験し、海外への興味を持つ機会となっ

ています。

　次に、今後の取組についてでございますが、昨

年11月、私自身、台湾を訪問し、教育交流の担当

部局との意見交換や学校視察を行いました。

　台湾訪問を通しまして、異文化理解、グローバ

ル人材育成の推進には、つながりのある台湾との

教育交流をさらに強化する必要があると改めて認

識いたしました。

　そのため、県教育委員会といたしましては、台

湾の国際教育交流を総合的に担う高級中学以下学

校国際教育交流連盟との間で、教育交流協力に関

する覚書の締結について合意を得、現在、その時

期や内容等の調整を行っているところでございま

す。

　今後も、台湾との教育交流が一層活発になるよ

う、学校現場や市町村教育委員会のニーズや課題

の把握に努め、関係部局との連携を図りながら、

しっかりと取り組んでまいります。

　　�〔河津修司君登壇〕

○河津修司君　今後の取組について。

　今後、台湾との教育交流が一層活発になるよ

う、しっかり取り組んでいくということでありま

すが、小国町など、30年も前から交流があるとこ

ろもあれば、これから始めるところもあろうかと

思います。地域や学校によって期間に差があり、

交流団体の体制が十分整っていなかったりして、

学校や団体の負担にならないよう、楽しく長く交

流が進むよう県からしっかり支援してほしいと思

います。

　いずれにしても、一時のブームに終わることな

く、台湾と熊本の信頼関係が続き、将来にわたり

発展することを期待しております。

　続きまして、建設産業と連携した地域課題の対

応について質問させていただきます。

　建設産業は、道路の除草や区画線の引き直し、

舗装補修の実施、災害時の対応等、地域の守り手

として不可欠な存在であると思っております。

　阿蘇地方は、この冬は大変もう本当に寒かった

です。昨年の夏が大変暑かったので、冬はもっと

暖かいのかなと思っておりましたが、とんでもな

く寒かったです。久々に氷点下10度の世界を体験

しました。そして、全国的にも記録的な豪雨に見

舞われましたが、阿蘇地方も、しょっちゅう雪が

降りました。夜中から朝方にかけて雪が降り、所

によっては20センチも積もりました。自動車が立

ち往生して、町村道もそうですが、国道、県道の

通行止めも発生し、住民の生活にも支障が出まし

た。

　このような状況にならないように、建設業の人

たちは、極寒の中を朝４時から５時にかけて、除
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雪作業や融雪剤をまいて住民の生活を守っていた

だいておりました。

　特に阿蘇地域では、通常の道路維持管理業務に

加え、除雪、凍結防止対策や火山活動が活発な場

合の降灰対策と頻発する災害への対応など、地域

特有の課題があり、その解決に向け建設業が日々

尽力しています。どの産業も地域にはなくてはな

らない産業、仕事でありますが、特に災害復旧作

業など、住民生活に密着した仕事と言えるのでは

ないでしょうか。

　一方で、建設産業においては、阿蘇地域でも人

手不足等が深刻な問題となっておりまして、建設

産業の負担軽減を含めた対策が不可欠だと思って

おります。

　こうした中、県においては、地域の課題解決に

向けどのように取り組んでいくのか、土木部長に

お尋ねします。

　　�〔土木部長宮島哲哉君登壇〕

○土木部長(宮島哲哉君)　建設産業は、インフラ

整備や維持管理等の担い手であると同時に、災害

時には、最前線で地域社会の安全、安心の確保を

担う地域の守り手として、県民の生活や地域経済

を支える重要な産業です。

　そして、議員御紹介のとおり、阿蘇地域では、

道路の除雪や凍結防止剤の散布、火山の噴火に伴

う降灰の除去、また、カルデラや火山灰といった

独特の地形、地質により頻発する災害への対応も

必要です。建設産業は、このような地域特有の課

題に対しても、地域の守り手として、しっかりと

役割を果たしていただいていると認識しておりま

す。

　一方で、建設産業では、人材確保が厳しい状況

が続いており、県としても、生産性の向上や働き

方改革を進めることにより負担軽減を図り、それ

ぞれの地域において、持続可能な建設産業を育成

することが重要と考えております。

　このため、地域課題への対応に当たっては、建

設業団体や関係機関の意見を伺うとともに、工夫

を重ねながら様々な取組を行っています。

　例えば、阿蘇地域では、広い範囲で積雪や路面

凍結による交通障害が発生するため、管内46路線

の除雪業務を１路線ごとに分けて委託すること

で、作業を迅速化し、企業の業務負担の軽減を図�

っています。

　また、噴火による火山灰対策では、使用する頻

度が少ない路面清掃車を県が保有し、作業を行う

企業に貸し出すことで、企業の負担を軽減してい

ます。さらに、降灰後の雨に伴う土石流の発生に

備えるため、組立て式の仮設堰堤に使用する砂防

用ブロックを備蓄しておくことで、作業の効率化

や安全確保を図っています。

　このほか、天草地域における暴風時の天草五橋

など、長大橋の交通規制や芦北・球磨地域におけ

る積雪や豪雨時の隣県とも連携した交通規制な

ど、地域ごとの課題に対応した取組を行っていま

す。

　このような取組は、他の地域においても参考と

なるものと考えており、同じような課題がある地

域振興局にその都度情報提供を行っています。

　今後も、建設業団体や関係機関と緊密に連携し

て、地域の多様な課題に対応するとともに、持続

可能な建設産業の育成に取り組んでまいります。

　　�〔河津修司君登壇〕

○河津修司君　阿蘇地域特有の除雪や凍結防止剤

散布、降灰除去など、住民生活をサポートする課

題につきまして理解していただき、ありがとうご

ざいます。

　建設産業は、地域の中では数少ない働く場でも

あります。地域の守り手として県民の生活や地域

経済を支える重要な産業でありますので、県及び
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地元自治体と支え合っていけたらいいなと考えて

おります。

　最後に、阿蘇地域の道路整備について要望いた

します。

　常日頃から阿蘇地域の道路整備には御協力を賜

り、感謝申し上げます。

　特に、熊本地震後、４年半後には、国道57号線

の北側復旧ルートと国道57号線現道を４車線化し

ていただき、その後、阿蘇大橋も架け直していた

だき、住民はスムーズに通行できております。中

九州横断道路も滝室坂トンネルを工事しておりま

して、令和８年度には開通予定と聞いています。

　しかし、阿蘇地域は大変面積が広く、東京都の

半分、1,079平方キロメートルあります。地形的

にも真ん中に阿蘇五岳がそびえ立ち、その周りに

阿蘇谷、南郷谷が広がり、その外側には、標高

900メートル級の外輪山が連なって取り囲んでお

ります。その北側には小国郷、産山村、そして東

側に高森町、南側には南阿蘇村、西原村が広がっ

ております。

　その急傾斜の外輪山が通行を大変難しくしてお

りまして、同時に、曲がりくねった道しか造れ

ず、道路建設を困難にしております。それでも中

九州横断道路など東西に延びる道路は、国の努力

のおかげで延伸工事が進められております。

　しかし、住民は、雪の日も安心して通れる道路

の建設を熱望しております。私のところにも住民

の皆さんからそういう声が寄せられていますし、

先日、高森町で行われましたお出かけ知事室で

も、山間部に住む女性から、道路整備を進めてく

ださいとの要望が木村知事に出されていました。

��つきましては、現在、熊本県新広域道路交通計

画におきまして構想路線となっております日田阿

蘇道路、阿蘇山都道路、阿蘇高千穂道路の早期実

現及び主要地方道矢部阿蘇公園線の早期の整備に

ついても、さらなる進展を図られますよう強く要

望いたします。

��これらの道路につきましては、災害発生のとき

に役に立つダブルネットワーク機能が強化され、

大分県、宮崎県との移動における利便性が向上

し、産業、経済、観光の発展、さらには災害常襲

地帯と言われている阿蘇地域の主要道が被災した

場合の代替道路としての役割を果たすなど、多大

な効果が期待されます。

　現在、阿蘇地域では、熊本県と一体となり、世

界文化遺産登録を目指して活動を続けております

が、将来の交流人口の増加が見込まれておりま

す。熊本県におきましては、ＴＳＭＣの進出効果

を引き上げるためのインフラ整備に取り組んでい

くこととされておりますが、阿蘇地域の道路は、

その進出効果を最大限に生かすためにも必要不可

欠であります。

　あわせまして、阿蘇地域の各市町村から要望さ

れております県道内牧坂梨線、県道北里宮原線、

主要地方道南小国波野線、県道高森停車場線、主

要地方道熊本高森線、県道堂園小森線につきまし

ても、引き続きの早期の道路改良、建設をよろし

くお願いいたします。

　これで私の６つの質問と１つの要望を全て終わ

らせていただきます。

　本当に最後まで御清聴いただきましたことにお

礼を申し上げ、私の質問を終わらせていただきま

す。(拍手)

○副議長(髙木健次君)　昼食のため、午後１時５

分まで休憩いたします。

　　午前11時58分休憩

　　午後１時３分開議

○議長(山口裕君)　休憩前に引き続き会議を開き

ます。
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　楠本千秋君。

　　�〔楠本千秋君登壇〕(拍手)

○楠本千秋君　皆さん、こんにちは。天草市・郡

選出の自民党・楠本千秋、議長のお許しをいただ

きましたので、一般質問をさせてもらいます。今

回で10回目であります。そして、何とトリを務め

させてもらいます。本日まで12名の先輩議員が演

壇に立たれ、立派な質問されました。それに負け

ないように、締めくくりをやりたいと思いますの

で、よろしく御清聴お願いします。(発言する者

あり)ありがとうございます。

　本日は３月11日、3.11、朝一番で黙禱をさせて

いただきましたけれども、黙禱の間、あの津波の

映像が浮かんできました。そして、その後、熊本

でも熊本地震、川の氾濫、大変な状況、それを全

庁挙げて取り組んでいただいていますので、これ

からもしっかり一日も早く復興をお願いしたいと

思います。

　１年前の３月７日、熊本県知事選が告示され、

17日間の選挙戦を、木村知事は「くまもと新時

代、共に未来へ」「県民への10の約束」を掲げら

れ、見事当選されました。そして、熊本を日本一

のふるさとにするため、今後の人生をかけるとい

う覚悟を持って、４月16日に熊本県知事に就任さ

れました。間もなく１年がたとうとしておりま

す。

　知事は、県民の弱き声、小さき声、そうした声

を聞くため、現場主義を実践され、お出かけ知事

室を開催、知事自ら県内市町村を訪ね、県民の皆

様と直接意見交換され、県政に対する様々な思い

を受け止められました。そして、問題解決のた

め、多くの推進本部、地下水保全、渋滞解消、こ

どもまんなか熊本、熊本で働こう、外国人人材と

の共生等など、いち早く立ち上げられました。

　また「世界に広がる」「人を育てる」「共に創

る」の３つを県政の最重要のキーワードに掲げら

れ、県民が主人公の県政の実現に向かって頑張っ

ていただいております。

　木村知事、この１年、大変お疲れさまです。

　知事は、私の大好きな天草と、お話しされるこ

とを何度かお聞きしています。今回の質問は、そ

の知事が大好きな天草振興について質問をさせて

いただきます。

　本年１月14日に、知事の音頭で、天草で地域未

来創造会議が開催されました。２市１町の首長と

天草選出の４名の県議が参加しました。木村知事

と市長、町長の間で活発な意見交換があり、大変

有意義な会議だったと思います。

　意見交換の中では、２地域居住なども取り入れ

た移住、定住や保育園留学など、都市圏との交流

促進についての意見が出たほか、天草市の取組に

おいては、定住率が高い報告や島根県海士町の島

留学などを参考に、地元にすし学科をつくり、世

界中から人を呼びたいという提案もありました。

　これらの食を生かした取組は、知事が、くまも

と新時代、共に未来へ、県民への10の約束の中

に、食のみやこ熊本の創造を上げられておりま

す。ぜひとも積極的に進めるべきだと思います。

　高校の魅力化の推進、人材の育成、そういう観

点からも、提案のあったすし学科は大変面白く夢

のあるテーマだと感じました。

　すしのことを考えたときに、天草は物すごく高

いポテンシャルを持っていると思います。ミシュ

ランに掲載された店が何軒かあり、豊かな漁場が

あり、すしの聖地に名のりを上げても問題はない

と考えます。

　天草の魚はブランド化し、豊洲をはじめ様々な

市場において高値で取引されていると聞きます。

天草地域には多くの資源があるが、その中で、新

鮮で質の高い農林畜水産物は、特に自慢ができる
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資源の一つであります。

　今回の議論を踏まえ、木村知事におかれては、

今後の天草地域の振興について、特に、中でも食

を生かした取組について、どのような方向で取り

組まれるのかをお尋ねします。

　　�〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　楠本議員から御質問いただき

ました。

　議員に御紹介いただきました１月14日の天草地

域での地域未来創造会議は、首長の皆様から、食

を生かした地域振興、高校の魅力化を含めた人材

の育成、２地域居住など、様々なライフスタイル

を生かした交流の促進などなど、前向きなアイデ

アが様々たくさん出まして、将来につながる有意

義な意見交換をさせていただきました。

　今後、これらのアイデアの具体実現化に向け

て、会議で議論した課題や取組を掘り下げて、天

草の各市町と検討してまいりたいと思っておりま

す。

　議員御質問の食を生かした取組は、私が最も力

を入れたい分野の一つでございます。昨年10月、

食のみやこ推進局を新設しまして、農林水産部と

商工労働部の２つの部が連携しながら、部の垣根

を越えるからこそできる取組を今全力で進めてい

るところでございます。

　現在、県では、農林畜水産物の高付加価値化や

豊かな食文化を生かした観光誘客などに取り組む

ため、食のみやこ熊本県の創造に向けたビジョ

ン、これを策定しているところでございます。２

月に開催した有識者会議では、ブランディングの

必要性ですとか、料理人の確保など貴重な御意見

をいただきまして、６月頃までにこのビジョンを

取りまとめる予定でございます。

　天草地域は、もう皆さん御承知のとおり、この

豊かな自然が育んだマダイやクルマエビなどの海

の幸をはじめ、天草晩柑、天草大王など、魅力あ

る農林畜水産物が大変豊富で、これらを生かした

グルメも数多くあり、非常に高い食のポテンシャ

ルのある地域だと認識しております。

　これまで県では、東京や大阪にある有名ホテル

やレストランのシェフを産地視察にお招きして、

天草地域の食材を使用した熊本フェアの開催につ

なげるなど、認知度向上や販路拡大につながる支

援を行ってまいりました。

　また、天草地域内の商工業者や観光業者の皆様

方と連携しながら、魅力ある食材を生かした新商

品やメニューを開発するなどの新たな取組を通じ

て、食の発信と交流人口の拡大等を図ってきてお

ります。

　高校の魅力化に当たっても、食は積極的に活用

したい地域資源の一つでございます。議員御紹介

どおり、地元からのすし学科の設置といった御提

案もございましたが、県教育委員会においては、

人材育成の観点から、地域一体となって様々な可

能性について検討していただきたいと考えており

ます。よろしくお願いいたします。

　県といたしましては、各市町や地元の皆さんと

ともに……(発言する者あり)いや、大事ですよ、

この点。食のさらなる高付加価値化や未来を担う

人材の確保、育成などの取組、そして、天草なら

ではの特色や強みを生かして地域振興に努めてま

いります。

　以上でございます。

　　�〔楠本千秋君登壇〕

○楠本千秋君　知事に御答弁いただきました。

　知事は、豊かな食文化を生かした高付加価値で

稼げる農林畜水産業を実現のため、食のみやこ熊

本の創造を掲げられ、推進局を発足させられまし

た。

　今議会に、世界に羽ばたく志ある人材を育成す
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るため、地域と力を合わせた県立高校の魅力化を

進めるコーディネーターの配置や、地元企業と連

携した特色ある学びの実現に向けた学習環境を整

備する予算が計上されております。

　天草出身のすし職人さんで、ニューヨークの一

等地で、すし店、Shion�69を開店されている人が

おいでになります。その人は、天草の小学校、中

学校、高校を卒業され、釣りが大好きで、高校時

代は近くの魚屋でバイトをされたそうです。卒業

後に有名和食店に就職、魚の見方や締め方を心得

ていたことで、その人は異例の速さで出世されて

います。20代の若さで、ニューヨークにShion�69

という店を開店されています。開店３か月で、ミ

シュランの１つ星を獲得されたと、ニューヨーク�

・タイムズ誌にも紹介されております。紹介の中

で、最初の刺身から最後の握りに至るまで、厨房

に入ってくる魚介類の化学的性質や筋肉の構造な

どを熟知しているようだとあります。そして、７

月はウニの旬の時期だ、ふるさとの天草から２種

類のウニが届いており、オレンジ色の大きなムラ

サキウニは後味が口に広がる、このウニは手に入

れるのがとても難しい、私はそこの出身なので手

に入れるんですと彼は言ったとあります。天草の

土地が、その人のすし職人としての大事な部分を

育てたと考えられ、今もなお天草から魚を仕入れ

られているほどです。

　世界に羽ばたく志ある人材を育成するため、地

域と力を合わせ、県立高校の魅力化に取り組んで

いただきますようお願いしまして、次の天草の観

光、クルーズ船についてお話をさせていただきま

す。

　天草の大きな課題は、観光振興であると思いま

す。宝の島天草の持つポテンシャル、知事に答弁

いただきました食も、大きな大きな財産ですが、

イルカウオッチングや下田温泉、天草西海岸の夕

日、﨑津天守堂を含む﨑津集落など、天草に数多

くある観光スポットを大いに生かした取組も観光

振興には必要ではないでしょうか。

　中でも、美しい自然とキリシタンの隠れ家とい

う文化的背景を持つ﨑津集落は、2018年に、長崎

と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産として、世

界遺産に登録されました。

　集落には、キリスト教の教会と日本の伝統の神

社が混在するなど、独特の雰囲気を持った空間が

広がり、日本人のみならず、海外の方にも大変魅

力的な観光スポットです。実際に、世界遺産に登

録された翌年は、﨑津集落を訪れる観光客の数が

倍増したと伺っております。

　そして、令和４年12月の一般質問で、蒲島知事

から、フランス、ポナン社の豪華クルーズ船が天

草市の﨑津港と上天草の前島港に寄港するという

うれしい発表をされ、大満足してもらえるよう、

受入れに向けた準備をしていきたいと力強く答え

られておりました。

　知事のお話どおり、昨年４月23日、５月１日、

５月６日の３回、天草市の﨑津港に寄港が実現し

ました。地元では大変な盛り上がりを見せ、寄港

当日、集落は歓迎ムード一色に包まれ、おいでい

ただいた多くの観光客の方々をおもてなしされた

と伺っております。

　そこで、県と天草市では、どのような体制で対

応されたのか、また、おいでいただいたお客様の

状況や反応について、観光文化部長にお尋ねしま

す。

　それから、本年も、４月の16日と20日に寄港が

予定されると伺いました。昨年の経験を生かした

県と天草市の取組の意気込みを併せてお聞かせく

ださい。

　　�〔観光文化部長倉光麻里子さん登壇〕

○観光文化部長(倉光麻里子さん)　議員御紹介の
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とおり、昨年４月から５月にかけ、フランスの富

裕層向けクルーズ船「ル・ジャック・カルティ

エ」の初寄港が実現しました。これは「九州の大

自然・歴史と信仰の島々」というテーマのツアー

で、乗船客は各回約150名、国籍別には、フラン

ス、日本、オーストラリア、ベルギーといった国

の方々を中心としたものでした。

　県では、この天草地域における初の国際クルー

ズ船寄港に合わせ、天草市、上天草市、観光協

会、漁協等と一体となって、様々なおもてなしを

実施しました。

　まず、午前中の﨑津港への寄港に合わせ、港で

大漁旗を掲げ、中学生を含む地元の方々とともに

歓迎しました。また、ポナン社の協力の下、﨑津

教会をはじめ、﨑津諏訪神社、寺院の普應軒を紹

介する訪問記念帳を乗船客に提供し、﨑津の魅力

である異なる宗教が共存する集落内の散策を促し

ました。

　加えて、通訳ガイドによる潜伏キリシタンの歴

史案内や畳敷きの教会で地元の古楽器音楽家グル�

ープの演奏も披露したところ、﨑津独自の景観や

文化に感銘を受けられた様子で、さらには、散策

中には軒先で地元住民との交流もあり、﨑津なら

ではのおもてなしを大変楽しまれていました。

　また、午後には、上天草市の前島港に移動し、

晩柑やウエルカムドリンクによる地元女将会の歓

迎を皮切りに、イルカウオッチングへの案内や舞

踏団花童による天草四郎をテーマとした踊りなど

を披露しました。

　﨑津港から前島港へ向かう船内では、﨑津のす

し職人による地元鮮魚を使ったすしの振る舞いや

県産焼酎の飲み比べを行ったところ、行列をなす

ほど大好評でした。また、天草の鮮魚、和牛、天

草大王などを使った料理の提供もあり、地元食材

のＰＲにもつなげることができました。

　天草観光のポテンシャルはもとより、今回の

県、地域一体となったおもてなしに対するポナン

社の評価は大変高く、本年４月16日、20日の﨑津

港への再寄港が実現しました。

　県、天草市では、今回の寄港に合わせ、﨑津を

より知ってもらうウオークツアーの実施や、地元

の方々と触れ合えるハイヤ踊りの披露、体験な

ど、新たな企画の準備も進めています。

　富裕層向けクルーズとして世界トップクラスの

ポナン社の動きは、他のクルーズ船社の関心事で

もあり、天草寄港に関する問合せも増えていま

す。

　引き続き、ポナン社の寄港を通して培った知見

や経験を生かし、天草へのクルーズ船誘致強化を

図り、県、地域一体となって、天草地域のさらな

る観光振興に取り組んでまいります。

　　�〔楠本千秋君登壇〕

○楠本千秋君　観光文化部長に御答弁いただきま

した。

　大漁旗での出迎えをされたと。﨑津教会、神

社、寺院を紹介する訪問記念帳の配布、異なる宗

教が共存する集落の散策、これは、﨑津集落の持

つ﨑津ならではの体験だと思います。船内では、

すし職人によるすしの振る舞いや焼酎の飲み比

べ、それに、天草の鮮魚、和牛、天草大王など、

地元の食材の料理も提供されたそうで、天草を堪

能されたことと思います。本年の再寄港には、ハ

イヤ踊りの披露も体験も含まれている、そういう

企画があるとお聞きしました。

　ポナン社は、世界のトップクラスです。天草寄

港がうまくいけば、他のクルーズ船も可能性があ

ると本当に思います。どうかしっかりした対応を

よろしくお願いいたします。

　それでは、次の国道389号下田南工区について

お尋ねをします。
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　天草管内の道路事情の一つとして、天草が熊本

都市圏と県内主要圏域を90分で結ぶ、いわゆる90

分構想の唯一の未達成地域であることが上げられ

ますが、県におかれては、日夜頑張っていただい

ております。特に熊本天草幹線道路の取組では、

一昨年の天草未来大橋の開通に続き、本渡道路Ⅱ

期約2,800メートルの中心くい打ち式を昨年12月

１日、木村知事、金子代議士、九州地方整備局長

など多くの関係者を迎え、開催していただきまし

た。

��また、先月の２月24日には、大矢野トンネル

925メートルの貫通式が執り行われ、一歩一歩前

進していると思います。感謝を申し上げますとと

もに、道のりは遠くともしっかり進めていただき

ますようお願いいたします。

　天草管内の道路事情の２つ目が、国道389号下

田南工区の道路改良事業が上げられます。天草地

域の生活基盤であるとともに、天草の観光の目玉

であり、天草の宝であるイルカウオッチング、

800年の歴史を持つ下田温泉、西海岸の夕日、世

界文化遺産登録の天草の﨑津集落、それにつなが

る国道389号下田南地区には小田床隧道、桑ノ木

隧道と２か所の交通難所があり、大型バスは通れ

ず、大変危険な状況であります。令和３年には、

小田床隧道に代わる３号トンネル386メートルが

完成し、一般道路への取付工事完了を受けて、令

和６年７月20日に無事バイパス区間が開通をいた

しました。

　残るは、難所の桑ノ木隧道に代わる周辺関係の

道路です。下田地区の生活道路であり、多くの観

光客が訪れる通称天草西海岸サンセットライン、

大変重要な道路、国道389号下田南工区道路工事

の今後の見通しについて、土木部長にお尋ねをい

たします。

　　�〔土木部長宮島哲哉君登壇〕

○土木部長(宮島哲哉君)　国道389号は、天草地

域の幹線道路網を形成し、地域の日常生活を支え

る道路であるとともに、多くの観光客が訪れる下

田温泉、世界文化遺産の﨑津集落などをつなぐ、

観光振興においても重要な道路と認識していま

す。

　下田南地域は、急峻な山や崖が海にせり出す変

化に富んだ海岸線と天草灘が織りなす雄大で多彩

な自然景観を有する一方、議員御指摘のとおり、

その沿岸部を走る国道389号は、小田床隧道や桑

ノ木隧道をはじめ、見通しが悪く、車両の擦れ違

いが困難な区間が多くを占める交通の難所となっ

ていました。

　そのため、平成14年度から、４つのトンネルと

２つの橋梁を含む約3.5キロメートルの道路改良

に取り組んできました。

　これまで、少しでも早く道路を安全に利用いた

だけるよう、工事の進捗に合わせて、段階的に供

用区間を延ばし、昨年７月までに小田床隧道を迂

回するバイパスを現道に取り付け、下田温泉方面

から南へ約2.5キロメートルを供用したところで

す。

　残る約１キロメートルについては、トンネルと

２つの橋梁によるバイパス工事を進めており、ま

ずは、観光バスをはじめとする大型車両の通り抜

けを可能とするため、隘路となっている桑ノ木隧

道を迂回する約800メートルの区間を令和９年ま

でに供用したいと考えています。

　引き続き、下田南工区の安全で快適な走行環境

の実現と天草西海岸地域のさらなる魅力向上、ひ

いては天草地域の振興につながるよう、最終区間

となる高架橋約200メートルを含む全線の早期完

成に向けて、しっかりと整備を進めてまいりま

す。

　　�〔楠本千秋君登壇〕
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○楠本千秋君　宮島土木部長に御答弁いただきま

した。

　これまで大変な努力で取り組んでいただいてお

り、感謝を申し上げます。

　部長も認識していただいている下田南工区は、

海岸線のすばらしい景色の一方で、見通しが悪

く、車両の擦れ違いが困難な区間もあります。

　天草地域のように半島地域における災害時の交

通アクセス確保については、昨年１月１日の能登

半島地震でも、その重要性が取り沙汰されており

ます。

　国道389号は、緊急輸送道路にも指定されてい

る道路でありますので、天草地域の防災機能の強

化のためにも、一日も早い全線開通に向け努力し

ていただきたいと思います。

　残る約１キロの桑ノ木隧道を迂回する800メー

トル区間にも、うれしい答弁をいただきました。

令和９年頃の部分供用で、大型観光バスなどの通

行が可能との御答弁いただきました。ありがとう

ございます。どうぞ引き続きよろしくお願いいた

します。

　次の御所浦の振興についてお尋ねをします。

　まず、知事、島あじマラソン参加、ありがとう

ございました。馬場市長とリレーマラソンで参加

されたと。知事の白いシャツには、胸に「知事」

と真っ赤なゼッケンや「がんばれ、馬場市長」の

たすき、そういう颯爽たる格好で走られたと伺い

ました。お疲れさまでした。

　御所浦振興について部長にお尋ねをします。

　御所浦地域の振興につきましては、交通、医

療、福祉、教育、地域経済の各分野で様々な施策

を実施されてきました。

　診療所の建設により医療体制の充実が図られ、

住民の利便性が向上し、健康維持につながってお

ります。

　また、交通施策として、旅客船の運賃をバス並

みに抑える支援や、住民や観光客の利便性を向上

させました。さらに、小学校、中学校、高校の移

動支援として、部活動や社会体育クラブ参加時に

おける海上タクシーの活用を進めることで、子供

たちの就学環境の改善に取り組んでいただきまし

た。

　加えて、今定例会では、燃料価格の高騰に係る

海上タクシーの運航支援に関する補正予算が先議

で可決され、事業者の負担軽減と交通利便性の確

保が期待されます。

　これまで実施された振興策は一定の成果を上げ

ていますが、島の人口減少には歯止めがかから

ず、依然として離島地域の課題は多く、さらなる

振興策の強化が求められています。

　３月にリニューアルオープンした恐竜博物館を

中心に、多くの来訪者が訪れるようになりまし

た。博物館の近くには、化石発掘体験ができる広

場も整備されておりますが、現状では、体験用の

石材を御所浦の砕石場から船で持ち込んでいるの

が実態であり、さらなる観光振興のためには、本

物の化石現場を活用した発掘体験のバージョンア�

ップが必要であります。

　御所浦・大浦地区の東側海岸には採石場跡地が

あり、本物の化石が多数含まれた岩砕が存在する

と確認されております。このエリアを発掘体験の

場として整備し、観光資源として活用すること

は、地域の魅力をさらに引き出す大きな機会とな

るのではないでしょうか。

　しかし、このエリアへアクセスする手段は船の

みであり、陸路の道は整備されておりません。新

たな地域振興策として、自転車道の整備を通じた

サイクルツーリズムの導入を前提に、風光明媚な

御所浦の自然環境を生かしながら、自転車での移

動を可能にすることで、観光客が島内を周遊しや
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すく、滞在時間の延長や地域経済の活性化にもつ

ながり、交流人口や関係人口の拡大につながると

考えます。

　御所浦の振興については、これまでも進められ

ており、感謝しておりますが、これまでの振興策

を振り返り、コロナ禍後の社会変化や人の流れ、

新たな観光の在り方などを踏まえた今後の振興の

方向性を集約し、御所浦の地域資源を生かした御

所浦の振興策に結びつけることが不可欠でありま

す。

　そこで、企画振興部長にお尋ねします。

　これまでの御所浦の振興に関する取組状況をど

のように評価されているのか、また、今後の方向

性として、化石発掘体験エリアへの利便性の向上

やサイクルツーリズムの導入といった新たな視点

を加えた地域振興策についてどのようにお考え

か、お聞かせください。

　　�〔企画振興部長富永隼行君登壇〕

○企画振興部長(富永隼行君)　御所浦の振興は、

地元住民の方々の要望を踏まえ、様々な取組を進

めており、一定の成果を上げていると認識してお

ります。

　例えば、交通分野では、離島のハンディキャッ

プを解消するため、海上交通事業者への支援や定

期航路の運賃割引等に取り組み、航路の維持や経

済負担の軽減を図っています。

　地域経済活性化の分野については、今年で10回

目の開催となった島あじマラソンが、募集開始後

９時間で定員に達するなど好評を博しています。

また、島内の絶景スポットである烏峠のトレッキ

ング情報をターゲット層に効果的に発信したこと

で、登山者が３年前に比べ約５倍に増えるなど、

交流人口の拡大につながっています。

　県が配置した地域おこし協力隊は、空き家の実

態調査や地域資源を生かしたイベント実施のほ

か、島唯一のハンバーガー店、恐竜グルメテラス

をオープンさせるなど、様々な事業に率先して取

り組んでいます。

　また、景観整備と島内の周遊性を高める仕掛け

としてチェーンソーアートの制作を支援し、現

在、26体が設置され、これらのアートは来島者を

楽しませるだけでなく、地元住民の憩いの場とな�

っています。

　議員御提案の化石発掘体験エリアへの利便性の

向上やサイクルツーリズムの導入といった新たな

視点を加えた地域振興策は、滞在時間の延長や島

内の周遊性を高め、交流人口や関係人口の拡大に

つながるものと認識しております。

　現在、採石場跡地での化石発掘体験について

は、船を活用した化石採集クルージングツアーを

実施しており、これまでに約2,900名の参加があ

りました。来年度は、新たなコンテンツとして島

の清掃活動を加えるなど、ツアーの充実を図って

いく予定です。

　サイクルツーリズムについては、御所浦地域に

おけるサイクルアイランド計画を進める天草市や

天草地域サイクルツーリズム推進協議会と連携

し、サイクルラックの導入支援や情報発信等を行�

っています。

　今後も引き続き、天草市や地元の皆様とともに

豊かな地域資源を生かした効果的な事業に取り組

むとともに、必要となる環境整備に努めてまいり

ます。

　　�〔楠本千秋君登壇〕

○楠本千秋君　企画振興部長に御答弁いただきま

した。

　烏峠の登山者が５倍に増えたということ、それ

と、僕の言った化石発掘はクルーズ船で対応され

ているということですけれども、ありがとうござ

います。
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　御所浦の移動、来島者の島内移動は自転車がい

いかなと。できたら電動自転車がいいのかなと考

えます。

　牧島の公園では、地域づくりの10数名の方がボ

ランティアで、子供の遊び場として、マウンテン

バイクのコース造りに取り組まれております。島

内移動、観光等の途中にマウンテンバイクのコー

スや天草市で進められているチェーンソーアート

を楽しむことができます。

　しかし、県で進められているサイクルツーリズ

ムのコースに御所浦地域は含まれていないのが現

状です。ぜひ、天草市や天草地域サイクルツーリ

ズム推進協議会と連携いただき、御支援をいただ

きますようお願いいたします。

　それから、今取り組まれ、子供たちの体験学習

に人気のある化石発掘も、これからは必要な道路

整備で実際現地で発掘できるような取組も新たな

視点として支援していただくことが必要ではない

でしょうか。

　知事の大好きな天草、御所浦も好きになってい

ただき、新たな視点、新たな方向性を加えた御支

援をよろしくお願いいたします。

　次の八代・天草シーライン構想についてお尋ね

をします。

　知事が建設促進協議会の会長を務められている

八代・天草シーライン構想についてお尋ねをいた

します。

　八代・天草シーライン構想については、昨年９

月の一般質問で坂田議員が質問されております

が、今回、知事が国への要望活動を行われたとい

うことで、再度取り上げさせていただきました。

　この構想は、昭和60年代から、熊本都市圏と県

内主要都市を90分で結ぶ、いわゆる90分構想や八

代―松島間の自動車専用道路建設構想が出された

ことを契機として打ち出されたものと伺っており

ます。

　関係者の御尽力により、令和３年６月に、熊本

県新広域道路交通計画において構想路線に位置づ

けられ、同年７月に、国が策定した九州地方新広

域道路交通計画においても構想路線に位置づけら

れております。

　八代・天草地域は、南九州西回り自動車道や熊

本天草幹線道路の高速ネットワークが整備されて

おり、構想路線である八代・天草シーラインと併

せた道路ネットワークが一体として機能すること

により、当該地域と都市間の交流が広がり、地域

産業や観光のポテンシャルがさらに高まることが

期待されます。

　本構想の実現は、県南・天草地域の連携を強

め、新たな経済圏や観光ルートの創出、交流人口

の拡大など、地方創生につながるプロジェクトで

あります。

　また、自然災害の大規模化、頻発化を踏まえ、

県南―天草間の既存の道路が不通になった場合の

代替ルートとして、国土強靱化の一環をなす本構

想の実現は必要不可欠であると思います。

　昨年１月１日に発生した能登半島地震において

も、天草地域と同じ半島地域で災害が発生した場

合の避難ルートや救助、支援物質輸送ルートの確

保など、交通アクセスの問題が取り上げられてお

り、改めて天草地域における八代・天草シーライ

ンの必要性を再認識させられたところです。

　知事は、本年の２月３日、八代・天草シーライ

ン建設促進協議会会長として、国土交通省に対し

て、構想の早期実現に向けた要望活動を行われま

した。１年前、６年の２月７日、蒲島知事も会長

として国土交通省に要望され、そのときの感触が

大変よかったとお話しいただきました。

　要望活動の成果として、令和６年３月28日に

は、県庁において第１回の八代・天草シーライン
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に関する勉強会が開催され、メンバーは、国、

県、八代市、上天草市で構成、八代・天草地域の

現況、道路の現状、今後の進め方などを協議され

たと伺っております。

　今回、木村知事自ら要望活動の先頭に立たれ、

御尽力いただきました。昨年からの流れや状況の

中、要望活動の感触や今後の取組について、知事

にお尋ねをします。

　　�〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　お答えいたします。

　八代・天草シーライン構想は、交通や物流の要

衝である八代と観光に大きなポテンシャルを持つ

天草をつなぐことで、県南・天草地域全体で新た

な経済圏や観光ルートを創出する大きな可能性に

満ちたものでございます。

　また、大規模災害時における命の道としても重

要な役割を果たし得るものと考えております。

　県としては、この構想の実現に向け、令和３年

２月に県知事を会長とした八代・天草シーライン

建設促進協議会を設立し、地元と連携の上、毎

年、構想推進大会や国への要望活動を実施してお

ります。

　昨年12月に八代市で開催した構想推進大会で

は、地元選出国会議員や国土交通省九州地方整備

局長をはじめ、これまでで最も多い約450名が参

加し、私も参加して会場に赴きましたが、地元で

のこの機運の盛り上がりを私自身肌で感じたとこ

ろでございます。

　さらに、本年１月31日には、国、県、八代市、

上天草市による第２回の勉強会を開催いたしまし

た。

　構想対象地域を八代・天草地域のみならず、人

吉・球磨地域や水俣・芦北地域まで広げ、より広

域的な観点で、現状や課題の整理を行いました。

　今後は、この勉強会において、地域の目指す全

体像、シーラインに求められる機能、その必要

性、整備による経済効果の整理、そして既存の海

峡横断道路事業などとの比較検討、比較研究な

ど、しっかりと進めてまいります。

　また、議員御紹介のとおり、２月３日には、地

元選出の金子衆議院議員をはじめ議員連盟、県議

会では山口議長、坂田県議、そして吉永県議をは

じめとする議員連盟の皆様、そして地元市長に加

えまして、今回からは、地元民間期成会の皆様に

もお越しいただき、合同で、国に対して構想の早

期実現を要望してまいりました。

　国土交通省の高橋副大臣、吉岡事務次官、山本

道路局長には、お忙しい中、丁寧に話を聞いてい

ただきまして、シーラインの必要性や地元の強い

期待をしっかりと受け止めていただきました。近

年の地元の機運の盛り上がりや熱意が十分伝わっ

たものと考えております。

　もちろん、構想実現には、まだ高いハードルは

ございますが、関係者が一丸となって、地元の機

運をさらに高めながら、その熱意を国に伝え続

け、早期実現に向けた取組を着実に、そして力強

く推進してまいります。

　　�〔楠本千秋君登壇〕

○楠本千秋君　知事に御答弁いただきました。

　昨年12月の八代の大会、450名の参加で大変盛

り上がったと、八代・天草地域の盛り上がりが実

感できたかなと思います。

　知事におかれても、八代・天草シーライン構想

は、県南・天草地域全体で、新たな経済圏や観光

ルートを創出する大きな役割を果たしているもの

とお話しいただきました。

　国交省での感触は、お忙しい中、丁寧にお話を

聞いていただき、シーラインの必要性や地元の強

い期待をしっかりと受け止めていただいたと。

　本年１月31日には、２回目の勉強会を開催、構



令和７年２月定例会　熊本県議会会議録　第７号 （３月11日）

－ 221 －

想の対象地域を人吉・球磨地域や水俣・芦北まで

広げ、より広域的な視点で、現況や課題を行った

とあります。

　第１回大会が６年の３月28日に開催されて、そ

のときは、対象地区は５市２町で協議をされてい

ます。そして、今お話にあった今年の２回会議、

１月31日には、対象地域を７市９町５村、21市町

村に広げて会議を開かれると。多くを巻き込み、

あるいはまた、宮崎、鹿児島まで巻き込んだとこ

ろで、ぜひ八代・天草シーラインを進めていただ

きたいと思います。

　構想の実現には、まだ高いハードルがあると思

います。関係者一丸となり、早期実現に向けて取

組を着実に力強く進めていただくと、知事がお話

をされました。

　そこで、３回目が間もなく開催されるようなお

話ですけれども、その中に、新たな研究課題で、

既存の海峡横断道路の事業の研究というのが上げ

られております。余分なことかもしれませんけれ

ども、できたら不知火海、熊本県で独自の調査と

いうのも、何か現実味を少しでも早める効果のあ

る対応かなと思いますが、いかがでしょうか。ど

うぞよろしくお願いします。

　八代・天草シーラインの推進は、県南・天草地

域の連携を強め、新たな経済圏や観光ルートの創

出、交流人口の拡大など、すばらしい事業効果が

期待されます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

　最後に、本渡港港湾計画についてお尋ねをいた

します。

　本渡港は、町山口川の河口にあった港が、約

100年前の大正11年に指定港湾となり、昭和12年

より港湾施設の整備充実が進められてきました。

　瀬戸海峡の開削工事が昭和36年に完了し、有明

海と不知火海を結ぶ航路が確保されたことに伴

い、人や物の流れの拠点として発展してきた港で

す。

　しかし、現在は、人口減少や道路交通網の発

達、フェリー航路の廃止等、社会情勢の変化に伴

い、港が持つ活気が薄れてきて、寂しい状況にな�

っております。

　そのような中、令和５年２月に熊本天草幹線道

路の本渡道路が開通したことから、本渡港にも変

わった状況が現れました。天草下島の玄関口とし

ての重要性が増したのではないかと考えます。

　また、本渡港は、中心市街地に隣接しており、

天草市のまちづくりを進める上で重要な役割を担�

っております。今後、本渡道路と併せて、中心市

街地と一体となった港づくりが必要だと思いま

す。

　天草市では、昨年４月に、市全体のまちづくり

の起爆剤として本渡港を交流、交通の拠点と位置

づける本渡港周辺環境整備基本計画を策定されて

います。その内容は、飲食や商業、宿泊など多様

な機能を官民連携で整備し、周辺のあましんスタ

ジアムや本渡歴史民俗資料館といった文化・スポ�

ーツ施設と中心市街地との回遊性を持たせること

が盛り込まれております。

　その上で、昨年９月には、市から、本渡港周辺

環境整備基本計画の実現に向けての要望書が県に

提出されております。要望書の中では、本渡港を

海の玄関口にふさわしい観光・交流拠点として整

備すること等、市が進めるまちづくり計画の内容

に合わせ、本渡港港湾計画に反映するよう求めて

おります。

　さらに、令和６年１月の能登半島地震を受け、

道路が少なく交通アクセスが限られている半島地

域の防災について、新たな課題も浮かび上がった

ところです。

　県においても、能登半島と環境が似ている天草
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地域で、地域全体が孤立したことを想定した大規

模な防災訓練が行われています。この訓練の中で

は、孤立した住民の避難や支援物資の運搬など確

認されていますが、道路の断絶が想定される地域

では、海上輸送の重要性が再認識されたところで

す。この防災について県が策定した防災計画に

も、熊本港、八代港とともに、本渡港にも優先的

に耐震強化岸壁の整備を進めるものと記されてお

ります。

　このように、本渡港を取り巻く環境がこれまで

と大きく変わり、本渡港に求められる役割も変化

していると私は考えています。

　そのような中、県は、本渡港の港湾計画の改定

について、本年１月に開催された地方港湾審議会

に諮問し、２月末には計画の改定がなされたと聞

いております。

　そこで、本渡港の港湾計画の改定内容について、

土木部長にお尋ねをいたします。

　　�〔土木部長宮島哲哉君登壇〕

○土木部長(宮島哲哉君)　本渡港港湾計画の改定

内容についてお答えします。

　本渡港は、平成７年に当初の港湾計画を策定

し、その後、３度の軽易な変更を行い、今回、初

めての抜本的な改定を行いました。

　今回の改定は、近年の取扱貨物量の動向や本渡

道路の開通により、本港が天草市の陸と海の玄関

口となったことを踏まえ、市が策定したまちづく

り計画と整合し、港湾の利用目的を物流から人流

へと転換を図るものです。

　計画の策定に当たっては、まちづくりのテーマ

である「港から始まるまちの再生」において、本

渡港が果たすべき役割や必要な機能について、天

草市と丁寧に協議を重ね、まちづくりにも寄与す

るものとしました。

　具体的には、あましんスタジアムがある大矢崎

地区とフェリー乗り場等がある本渡地区を２つの

連絡路でつなぎ、回遊性を高めます。その中間に

ある海側の埠頭用地には、新たに親水エリアとな

る緑地を位置づけ、憩いや安らぎ、海辺へ親しむ

空間を創造します。

　さらに、国土強靱化の取組として、能登半島地

震で浮き彫りとなった半島地域における防災機能

の強化に向け、大規模災害時、緊急物資の受入れ

や地域住民の輸送等における安全確保のため、天

草地域で初めてとなる耐震強化岸壁を位置づけま

した。

　このような内容を１月に開催した地方港湾審議

会に諮問し、２月末に港湾計画の改定の公示を行�

ったところです。

　今後の取組としては、まず、令和７年度に２つ

の連絡路の調査設計に着手することとしていま

す。

　港湾計画では、目標年次をおおむね15年後とし

ていますが、実施に当たっては、引き続き、天草

市のまちづくりと連携しながら、優先度の高いも

のから段階的に供用できるよう整備を進め、早期

完成を図ってまいります。

　　�〔楠本千秋君登壇〕

○楠本千秋君　土木部長に御答弁いただきまし

た。

　まず一番最初に、うれしいお話ですけれども、

令和７年というと、もう今年ですよね。連絡路の

調査設計に取り組むと。ありがとうございます。

　今回の策定に当たっては、天草市と協議を重ね

られ、実情に即した港湾の利用目的を物流から人

流に転換されたことと伺いました。また、天草市

が本渡港を交流、交通の拠点と位置づけ、人の流

れをあましんスタジアムや本渡歴史民俗資料館と

いった文化・スポーツ施設と中心市街地との回遊

性を持たせる連絡路の調査設計に取りかかること
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や、防災機能の強化のため、耐震強化岸壁も位置

づけていただきました。どうぞよろしくお願いい

たします。

　宮島部長には、大変長い間、熊本県の土木行政

に御尽力いただきましてありがとうございまし

た。深く感謝申し上げます。

　また、この３月で定年退職される県庁職員の皆

様、これまで県民の福祉向上のため御尽力いただ

き、お礼を申し上げます。これからは、よき県民

として健康で御活躍されることをお願いいたしま

す。

　これで準備いたしました私の６項目の一般質問

終わりました。

　昨年２月の質問で、夜間中学、ゆうあい中学校

の開校前の状況をお尋ねしました。質問の最後

に、年齢も国籍も違う生徒さんが入学されると聞

き、入学された生徒さんが一日も早く触れ合い、

一日も早く仲間づくりができるよう、フォークダ

ンスの効果をお話をしました。おかげさまで、時

間をつくっていただき、当日は、多くのマスコミ

の取材もあり、楽しい時間をつくることができま

した。

　今回の目玉は、すし学科の誕生であります。今

回も、願いがかなうよう祈りながら質問を終わり

ます。

　御清聴ありがとうございました。(拍手)

○議長(山口裕君)　以上で通告されました一般質

問は全部終了いたしました。

　これをもって一般質問を終結いたします。

　日�程第２　議案等に対する質疑(第36号から第

91号まで)

○議長(山口裕君)　次に、日程第２、目下議題と

なっております議案第36号から第91号まで等に対

する質疑を行いますが、ただいままで通告はあり

ません。よって質疑なしと認めます。

　日�程第３　知事提出議案の委員会付託(第36号

から第91号まで)

○議長(山口裕君)　次に、日程第３、目下議題と

なっております議案第36号から第91号までにつき

ましては、さきに配付の令和７年２月熊本県議会

定例会議案各委員会別一覧表(令和７年度当初関

係)のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託

して審査することといたします。

　　�〔各委員会別一覧表は付録に記載〕

　日程第４　請願の委員会付託

○議長(山口裕君)　次に、日程第４、今期定例会

において受理いたしました請願は、議席に配付の

請願文書表のとおりであります。

　これを経済環境常任委員会に付託して審査する

ことといたします。

　　�〔請願文書表は付録に掲載〕

　知事提出議案の上程(第92号から第118号まで)

○議長(山口裕君)　次に、お諮りいたします。

　知事提出議案第92号から第118号までが提出さ

れましたので、この際、これを日程に追加し、一

括して議題といたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。

　　�〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(山口裕君)　御異議なしと認めます。よっ

て、知事提出議案第92号から第118号までを日程

に追加し、一括して議題とすることに決定いたし

ました。

　知事提出議案第92号から第118号までを一括し

て議題といたします。

　第92号　教育長の任命について
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　第93号　監査委員の選任について

　第94号　海区漁業調整委員会委員の任命につい

て

　第95号　海区漁業調整委員会委員の任命につい

て

　第96号　海区漁業調整委員会委員の任命につい

て

　第97号　海区漁業調整委員会委員の任命につい

て

　第98号　海区漁業調整委員会委員の任命につい

て

　第99号　海区漁業調整委員会委員の任命につい

て

　第100号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第101号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第102号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第103号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第104号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第105号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第106号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第107号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第108号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第109号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第110号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第111号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第112号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第113号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第114号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第115号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第116号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第117号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

　第118号　海区漁業調整委員会委員の任命につ

いて

○議長(山口裕君)　お諮りいたします。

　ただいま議題といたしました議案に対する提出

者の説明は省略いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。

　　�〔「異議なし」�と呼ぶ者あり〕

○議長(山口裕君)　御異議なしと認めます。よっ

て、そのように取り計らうことに決定いたしまし

た。

　日程第５　休会の件

○議長(山口裕君)　次に、日程第５、休会の件を

議題といたします。

　お諮りいたします。

　明12日は、各特別委員会開会のため、13日、14

日及び17日は、各常任委員会開会のため、18日

は、議事整理のため、それぞれ休会いたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。

　　�〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕



令和７年２月定例会　熊本県議会会議録　第７号 （３月11日）

－ 225 －

○議長(山口裕君)　御異議なしと認めます。よっ

て、明12日から14日まで、17日及び18日は休会す

ることに決定いたしました。

　なお、15日及び16日は、県の休日のため、休会

であります。

○議長(山口裕君)　以上で本日の日程は全部終了

いたしました。

　次の会議は、来る19日午前10時から開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第８号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午後２時散会




